
主主
Eヨ

評
寺
田
透
編

『
露
伴
随
筆
集

~ 

(
上
)
|
|
会

d

証
篇

{
口
口

野

直

也

は
じ
め
に

幸
田
露
伴
の
博
大
な
学
識
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
長
期
に
亙
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
多
様
で
膨
大
な
著
述
に
つ
い
て
は
賛
言
の
必
要
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
(
ま
し
て
私
は
露
伴
の
研
究
者
で
は
な
い
か
ら
、
全
く
そ
の
任
で
は
な
い
。
)
と
は
言
え
、

一
般
の
読
者
に
と
っ
て
は

露
伴
は
『
五
重
塔
』
で
明
治
の
文
学
史
の
一
角
を
占
め
る
存
在
、

と
い
う
認
識
し
か
な
い
上
に
、
露
伴
の
他
の
著
作
に
接
す
る
機
会
白

体
が
少
な
い
状
況
が
続
い
て
い
た
。
そ
れ
故
、
近
年
露
伴
の
後
期
の
諸
作
品
が
次
々
と
岩
波
文
庫
で
出
版
さ
れ
て
い
る
の
は
大
変
喜
ば

し
い
こ
と
で
あ
る
。
(
実
は
私
も
こ
れ
ら
の
お
か
げ
で
露
伴
の
著
作
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
大
い
に
感
謝
し
て
い

る
。
)特

に
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
『
露
伴
随
筆
集
(
上
)
|
考
証
篇
|
』
(
一
九
九
三
年
六
月
十
六
日
第
一
刷
)
は
、

露
伴
の
学
問
識
見
に

最
も
直
接
的
に
触
れ
る
機
会
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
有
意
義
で
あ
る
。
更
に
そ
の
考
証
随
筆
と
い
う
性
質
上
、

一
般
読
者

の
た
め
に
「
詳
注
を
付
す
」
と
い
う
の
も
、
企
画
と
し
て
は
甚
だ
適
切
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
残
念
な
こ
と
に
本
書
の
編
者
寺
田

炉、υ
唱

'A
q
J
 



透
氏
(
以
下
編
者
と
略
す
)
に
よ
る
注
釈
は
、
中
国
古
典
の
研
究
者
か
ら
見
る
と
、
率
直
に
言
っ
て
大
変
に
問
題
が
多
い
。
そ
こ
で
、

書
評
は
本
来
上
下
巻
が
完
結
し
て
か
ら
に
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
編
者
の
注
の
訂
正
と
補
足
を
中
心
に
し
て
書
評
を
行
う
。

方
針
と
凡
例

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇一』

一
、
本
書
の
底
本
は
『
露
伴
全
集
』
四

本
書
四
九
八
頁
の
次
の
頁
に
以
下
の
よ
う
な
「
編
集
付
記
」
が
あ
る
。

で
あ
る
。

問
、
お
巻
(
第
二
刷
、

一
九
七
九
年
、
岩
波
書
店
刊
)

←) 
一
、
本
文
の
表
記
を
新
字
体
・
旧
仮
名
づ
か
い
と
し
た
ほ
か
、
編
者
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
の
整
備
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

(斗

読
み
に
く
い
漢
字
語
、
人
名
、

一
部
の
漢
字
表
記
を
平
仮
名
に
改
め
た
。

地
名
な
ど
に
新
仮
名
づ
か
い
で
振
り
仮
名
を
付
し
た
。

-316-

日

露
伴
に
よ
る
引
用
文
に
は
「

書
名
に
は
『

同

』
を
付
し
た
。

従
っ
て
注
以
外
に
も
振
り
仮
名
、
引
用
文
の
「

本
稿
の
方
針
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

ま
ず
「
訂
補
こ
に
お
い
て
は
訓
読
文
、
書
名
の
『

全
書

」
を
付
し
た
。
ま
た
引
用
文
が
漢
字
の
場
合
は
〈

〉
で
く
く
っ
て
訓
読
文
を
掲
げ
た
。

Lー

〉
内
の
訓
読
文
、
書
名
の
『

』
は
編
者
の
責
任
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

，、

』
、
事
項
及
び
本
文
の
意
味
を
説
明
し
た
注
に
対
す
る
訂
正
補
足
を
、

を
通
じ
て
行
う
。
も
ち
ろ
ん
気
づ
い
た
点
を
す
べ
て
取
り
上
げ
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
基
本
的
に
は
本
文
及
び
著
者
に
対
す
る

理
解
に
影
響
が
大
き
い
も
の
と
誤
り
の
明
白
な
も
の
を
中
心
に
す
る
。
但
し
「
梅
と
菊
と
菅
公
と
」
中
の
菅
原
道
真
の
詩
と
、
「
『
遊
仙

窟
』
」
中
の
『
遊
仙
窟
』
本
文
と
に
関
す
る
も
の
は
取
り
上
げ
な
い
。
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
の

『
菅
家
文
草
」

と
岩
波
文
庫
の



「
遊
仙
窟
」
を
見
れ
ば
問
題
点
は
簡
単
に
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
語
義
に
つ
い
て
の
注
及
び
引
用
文
の
「

」
、
振
り
仮
名
に
つ

い
て
は
紙
数
の
都
合
上
触
れ
な
い
。
特
に
引
用
文
の
「

」
の
脱
誤
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。

次
に
「
訂
補
二
」
に
お
い
て
は
、
編
者
が
注
を
つ
け
て
い
な
い
所
で
気
づ
い
た
点
と
、
編
者
の
方
針
態
度
に
関
し
て
論
ず
べ
き
と
思

わ
れ
る
点
に
つ
い
て
、
例
を
挙
げ
て
述
べ
る
。

NO.2 

本
稿
の
凡
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

本
書
の
注
の
例
に
あ
わ
せ
て
、
本
文
を
引
用
す
る
時
は
頁
数
を
漢
数
字
、
行
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
示
し
、
編
者
注
の
つ
け
ら

Vo1.15 

れ
て
い
る
住
置
は
*
で
一
不
す
。
但
し
説
明
の
必
要
上
本
文
を
長
く
引
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
時
に
は
引
用
文
の
最
初
の
部
分
の

頁
数
と
行
数
を
示
し
、

*
の
つ
い
た
語
の
下
の
丸
括
弧
内
に
そ
の
語
の
頁
数
と
行
数
と
を
付
す
。

1994 

必
要
に
応
じ
て
注
を
引
用
す
る
。
そ
の
際
に
は
行
の
頭
に
「
注
」
字
を
置
い
て
一
不
す
。

ワ
t

句

a
A

q
d
 

鹿児島女子大学研究紀要

訂
正
と
補
足
は
、
行
の
頭
に
「
訂
」
ま
た
は
「
補
」
字
を
つ
け
て
示
す
。

四

訂
補
に
お
い
て
、
引
用
し
て
い
る
本
文
あ
る
い
は
注
の
ど
の
部
分
を
論
じ
て
い
る
の
か
わ
か
り
に
く
い
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、

当
該
部
分
に
傍
線
を
引
い
て
示
す
。

五

編
集
付
記
に
よ
れ
ば
〈

〉
内
の
訓
読
文
は
実
際
は
注
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
本
文
中
に
混
在
し
、
注
も
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、

表
示
と
引
用
に
際
し
て
は
本
文
と
同
様
に
扱
う
。

ム

ノ、

J、

〉
内
の
訓
読
文
を
訂
正
す
る
場
合
は
、
対
照
の
便
の
た
め
に
、
元
の
漢
文
を
訓
読
文
の
下
に
丸
括
弧
を
つ
け
て
付
載
す
る
。



訂
補

三
六
6

*
 

候
気
の
法
は
、
直
李
の
灰
の
動
く
を
見
て
律
の
応
を
知
る
な
り
。

i主

笛
の
音
で
音
階
を
定
め
、
陽
の
六
律
、
陰
の
六
呂
を
成
立
さ
せ
る
。
ご
く
軽
い
灰
を
動
か
す
音
を
黄
鐘
と
す
る
と
い
う
こ
と
だ

ろ、っ。

宮野;寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇ー』

訂

候
気
の
法
と
は
、
音
律
と
暦
(
つ
ま
り
は
宇
宙
の
運
行
)
と
の
対
応
と
い
う
観
念
に
基
づ
く
占
い
で
あ
る
。
密
室
内
に
十
二
ま

た
は
六
十
の
方
位
に
向
け
て
各
々
に
対
応
す
る
律
管
(
ピ
ッ
チ
パ
イ
プ
)
を
配
置
し
そ
れ
ら
に
灰
を
つ
め
て
お
く
と
、
暦
日
の
気

に
感
応
し
て
対
応
す
る
律
管
が
鳴
り
灰
が
飛
び
出
す
、

と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
飛
ぴ
具
合
に
よ
っ
て
占
い
が
行
わ
れ
る
。
因

み
に
貰
鍾
は
冬
至
に
対
応
す
る
。

*
 

史
、
ま
た
記
す
。
秦
の
法
、
灰
を
棄
つ
る
者
を
刑
す
と
。
何
の
故
に
灰
を
惜
む
か
く
の
ご
と
き
に
至
る
や
。

-318 

七
10 

i主

い
か
な
る
史
書
か
、
未
考
。

訂
補

『
史
記
』
李
斯
列
伝
に
見
え
る
。
ま
た
漢
の
桓
寛
『
塩
鉄
論
』
刑
徳
篇
、
『
漢
書
』
五
行
志
中
之
下
に
も
あ
る
。

一
方
『
韓
非
子
』
内
儲
説
上
に

「
殿
の
法
、

灰
を
街

因
み
に
理
由
は
、
「
五
行
志
」
の
臣
噴
注
に
よ
れ
ば
火
災
予
防
の
た
め
。

に
棄
つ
る
者
を
刑
す
」
と
あ
り
、
孔
子
に
仮
託
し
て
、
灰
を
街
に
棄
て
れ
ば
通
行
人
に
か
か
り
、
怒
っ
て
け
ん
か
に
な
り
、
三
族

易
、
こ
介
@

相
残
う
に
至
る
か
ら
刑
す
る
の
も
当
然
だ
、
と
い
う
説
明
が
あ
る
。

+my 昭
義

四
二

6
j主

昭
義
は
将
軍
だ
ろ
う
が
不
詳
。

訂

昭
義
は
、
相
・
滋
・
耶
・
治
・
磁
州
節
度
の
号
。
当
時
の
節
度
使
は
李
抱
真
。



五
三
ロ

No.2 

五
七
は

Vo1.l5 1994 

七

4 
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九
七
日

13 

*
 

摩
詰
の
高
曲
、
雪
中
の
芭
蕉
も
画
く
べ
け
れ
ば

j主

唐
の
王
維
、
字
摩
詰
の
高
貴
な
風
曲
、

風
趣
。
そ
の
超
現
実
性
が
雪
中
の
芭
蕉
を
構
想
す
る
。

補

王
維
が
雪
中
芭
蕉
の
絵
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
宋
の
沈
括
『
夢
渓
筆
談
』

一
七
書
画
と
、
宋
の
恵
洪
「
冷
斎
夜
話
」
四
詩

忌
に
見
え
る
。
前
者
に
よ
れ
ば
画
題
は
「
哀
安
臥
雪
図
」
で
あ
る
。

*
 

豪
宕
放
瞬
、
晋
宋
の
人
を
思
は
し
む
る
の
句
な
り
。

i主

「
文
選
』
に
載
る
作
品
を
思
え
ば
よ
い
。

訂

『
文
選
』
所
収
の
晋
、
宋
の
作
品
は
、
声
律
と
対
偶
を
重
視
し
典
故
を
多
用
し
た
轍
密
で
典
雅
な
も
の
で
あ
り
、
「
豪
宕
放
暖
」

と
は
対
極
的
で
あ
る
。
露
伴
が
頭
に
浮
か
べ
て
い
た
の
は
「
世
説
新
語
』
所
載
の
竹
林
の
七
賢
や
清
談
家
者
流
で
あ
ろ
う
。

*
 

老
鴨
日
知
足
之
足
常
足
〈
足
る
の
足
る
を
知
れ
ば
常
に
足
る
。
〉

319一

j主

『
老
子
道
徳
経
」
に
こ
の
句
な
し
。

訂

『
老
子
』
第
四
六
章
に
あ
る
。
訓
読
は
「
足
る
を
知
る
の
足
は
、
常
足
な
り
。
」

*
 

八
歳
に
し
て
孔
子
の
師
た
り
し
も
の

i主

『
論
語
』
述
而
篇
に
い
う
互
郷
の
童
子
を
さ
す
か
。

訂

項
棄
ま
た
は
項
託
と
い
う
者
が
七
歳
で
孔
子
の
師
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
『
戦
国
策
」
秦
策
五
、
『
准
南
子
』
修
務
訓
の
本

文
及
び
同
書
説
林
訓
の
高
誘
注
、
『
論
衡
』
実
知
篇
に
見
え
る
。

*
 

宰
予
は
孔
子
の
門
人
な
り
、
し
か
し
て
反
を
謀
り
た
り
と
い
は
れ
、
東
城
蘇
氏
出
づ
る
ま
で
は
寛
を
負
ひ
た
る
な
り
。

i主

露
伴
の
い
う
蘇
東
城
の
弁
護
雪
菟
が
何
を
さ
す
か
未
詳
。

訂

「
文
集
」
六
五
史
評
に
「
宰
我
不
叛
」
と
い
う
考
証
が
あ
る
。



七
10 

*
 

意
中
郎

i主

哀
宏
道
と
し
て
一
四

O
頁
に
詳
し
い
。
中
郎
は
秦
以
来
の
夜
衛
侍
直
の
官
。

訂

中
郎

近は
き哀
頃宏
『品道
石ゃの
稚字

あ
る
委員

一
六
一
叩

j主

不
詳
。
石
鼓
文
を
読
む
た
め
の
字
典
か
。

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇-.1

訂

「
石
雅
』
は
章
鴻
剖
撰
、
民
国
十
年
中
央
地
質
研
究
所
刊
(
地
質
専
報
乙
種
第
2
号
)
。
鉱
物
学
の
書
物
で
あ
る
。

*
 

流
行
す
で
に
過
ぎ
た
る
飽
君

一
六
五

7

j主

『
抱
朴
子
』
内
篇
の
登
場
者
。

補

『
抱
朴
子
』
内
篇
・
道
意
に
見
え
る
流
行
神
。

320 

昔
汝
南
で
他
人
の
民
に
か
か
っ
て
い
る
ノ
ロ
を
盗
ん
だ
男
が
か
わ
り
に
飽
魚
(
塩
づ
け
の
魚
)
を
入
れ
て
お
い
た
ら
、
毘
の
持

主
が
不
思
議
が
っ
て
神
だ
と
思
い
、

か
く
て
信
仰
を
集
め
、
廟
が
建
て
ら
れ
飽
君
と
号
し
霊
験
が
あ
っ
た
が
、

七
、
八
年
後
飽
魚

の
持
主
が
通
り
か
か
っ
て
、
自
分
の
仕
業
だ
と
話
し
た
の
で
信
仰
は
己
ん
だ
、

と
い
う
話
で
あ
る
。

一
六
六
日

李
猫
咲
日
常
に
嬉
々
た
り

i主

李
猫
は
単
に
李
家
の
猫

一
般
に
飼
い
猫
の
意
だ
ろ
う
。
咲
は
笑
う
。

訂

李
猫
と
は
唐
の
李
義
府
の
仇
名
。
晩
年
の
太
宗
に
認
め
ら
れ
、
高
宗
期
に
は
本
々
太
宗
の
宮
人
で
あ
っ
た
則
天
武
后
を
皇
后
に

立
て
る
こ
と
に
貢
献
し
た
こ
と
か
ら
権
勢
を
振
る
っ
た
が
、
失
脚
、
庇
死
し
た
。
そ
の
性
格
は
「
貌
状
温
恭
、
人
と
語
る
に
必
ず

憶
恰
微
党
す
。
し
か
れ
ど
も
補
忌
陰
賊
に
し
て
、
既
に
権
要
に
処
り
、
人
の
己
に
附
さ
ん
こ
と
を
欲
し
、
微
に
意
に
杵
う
者
あ
れ

ば
、
概
ち
傾
陥
を
加
う
。
故
に
時
人
言
は
く
、
義
府
、
笑
中
万
有
り
、

と
。
又
其
の
柔
に
し
て
物
を
害
す
る
を
も
っ
て
、
亦
こ
れ



。。
を
李
猫
と
謂
う
。
」
(
『
旧
唐
書
』
李
義
府
伝
)
本
文
の
詩
句
は
こ
こ
を
典
故
に
し
て
い
る
。
上
の
句
「
世
人
相
友
と
し
て
怨
杏
を

蔵
す
」
の
具
体
例
な
の
で
あ
る
。

一
六
八
叩

『
西
湖
遊
覧
志
』
余
巻
二
十

明
の
田
汝
成

訂

『
西
湖
遊
覧
志
余
』
が
書
名
で
あ
る
。

No.2 

一
六
九
6

*
 

口
た
だ
平
等
を
称
す
。

廻
田
を
耕
し
て
直
ち
に
去
っ
て
顧
み
ず
。

i主

済
ま
し
て
、
平
ら
に
し
と
き
ま
し
た
よ
と
だ
け
言
っ
た
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。

VoI.l5 

訂

平
等
は
仏
教
用
語
、

一
切
無
差
別
の
意
味
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
家
の
土
地
も
他
人
の
土
地
も
区
別
せ
ず
一
直
線
に
耕
す
の
で
あ

る

1994 

* 
聾

-
E
A
 

q
L
 

q
t
u
 

一
六
九
6
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i主

前
後
の
文
か
ら
推
す
と
丘
の
こ
と
だ
ろ
う
。
田
中
の
高
所
を
も
い
う
。

訂

う
ね
の
こ
と
。

一
六
九
7

*
 

か
れ
も
こ
れ
を
総
べ
て
耕
な
り
、
何
ぞ
異
相
(
一
六
九

8
)
に
す
る
を
須
ゐ
ん
や

i主

変
な
恰
好
を
つ
け
な
く
っ
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

訂

区
別
す
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
、

と
い
う
意
味
。
異
相
も
仏
教
用
語
、
先
の
「
平
等
」
の
対
語
。*

 

嘗
て
意
庶
人
及
ぴ
安
楽
公
主
に
謂
っ
て
日
く
、
「
三
郎
汝
が
頭
を
研
ら
ん
」
と
。
主
庶
人
、
中
宗
第
三

(
一
七
O
7
)
を

一七
0
6

も
っ
て
、
帝
の
変
を
生
ぜ
ん
を
恐
れ
、
遂
に
こ
れ
を
鳩
し
、
玄
宗
の
諒
す
る
所
と
為
る
を
倍
ら
ざ
る
な
り
。

1宝

中
宗
第
三

後
宮
の
昭
容
上
官
腕
児
の
第
二
子
、
節
感
太
子
重
俊
を
さ
す
。

訂

こ
こ
の
本
文
の
意
味
は
、
万
廻
が
章
庶
人
と
安
楽
公
主
に
「
三
郎
が
お
ま
え
た
ち
の
首
を
切
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
中
宗
が



第
三
子
で
あ
る
(
万
廻
の
予
言
し
た
「
三
郎
」
に
あ
た
る
)

の
で
、
帝
(
中
宗
)

が
変
(
ク
ー
デ
タ
ー
)
を
起
こ
し
て
自
分
た
ち

を
殺
す
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
た
掌
庶
人
が
中
宗
を
毒
殺
し
た
が
、
自
分
た
ち
が
玄
宗
(
容
宗
の
第
三
子
、

に
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。
万
廻
の
予
言
が
当
た
っ
た
例
で
あ
る
。

つ
ま
り

「
三
郎
」
)

編
者
は
、
中
宗
が
高
宗
の
第
七
子
で
あ
る
の
で
「
中
宗
第
三
こ
が
重
俊
を
さ
す
と
い
う
よ
う
な
附
会
の
説
を
為
し
た
の
で
あ
ろ

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇一』

う
が
、
中
宗
は
則
天
武
后
の
生
ん
だ
四
男
子
の
第
三
で
あ
る
か
ら
、
「
第
コ
こ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

也
m
T

容
宗
藩
邸
に
在
る
時

一
七

0
8

i主

恐
ら
く
一
時
廃
帝
だ
っ
た
頃
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
:
:
:
藩
邸
は
王
侯
の
邸
。

言I

藩
邸
は
注
の
通
り
。
皇
帝
の
男
子
は
、
太
子
以
外
は
通
常
王
に
封
ぜ
ら
れ
る
。
容
宗
は
ま
ず
段
王
、
次
い
で
橡
玉
、
翼
王
、
相

玉
、
珠
玉
と
転
じ
、
中
宗
が
聞
位
ニ
ウ
月
で
廃
さ
れ
る
に
及
ん
で
帝
位
に
つ
い
た
。
本
文
の
意
味
は
、
容
宗
が
王
で
あ
っ
た
時
、
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と
い
う
こ
と
は
太
子
は
他
に
お
り
(
ま
ず
李
弘
、
次
に
李
賢
、
李
顕
)
、
当
然
容
宗
は
「
天
子
」
の
住
を
継
承
す
る
立
場
に
な
か
っ

た
時
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

*

*

 

其
処
信
宿
の
問
、
容
宗
必
ず
俳
個
す
る
を
経
た
り
。

一
七
0
9

i主

其
の
信
宿
(
二
夜
泊
る
こ
と
、

そ
の
宿
)
に
処
る
の
問
、

と
訓
む
べ
き
句
か
。
:
:
:
俳
個
す
る
を
経
た
り
、

難
解
。

「
容
宗
必

経
俳
個
」
が
原
文
か
。
経
は
常
也
を
と
っ
て
、
必
ず
つ
ね
に
俳
個
す
、
と
訓
む
べ
き
と
こ
ろ
か
も
知
れ
ぬ
。

訂

こ
こ
の
意
味
は
、
其
の
処
(
万
廻
が
「
天
子
来
た
ら
ん
」
と
叫
ん
だ
場
所
)
を
二
日
以
内
に
必
ず
容
宗
が
「
遊
行
」
中
に
通
つ

た
、
と
い
う
こ
と
。

つ
ま
り
万
廻
が
容
宗
の
即
位
を
予
言
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

訓
読
に
関
し
て
は
露
伴
が
大
む
ね
正
し
い
。
但
「
俳
個
す
る
を
経
た
り
」
は
恐
ら
く
「
経
て
俳
個
す
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

現
行
の

『
太
平
広
記
』

で
は
こ
こ
は
「
経
過
俳
佃
也
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
「
過
」
字
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
こ
を
通
つ



て
俳
個
し
た
、
換
言
す
れ
ば
俳
個
の
途
中
に
通
り
か
か
っ
た
、

と
理
解
で
き
る
。

恵
荘
太
子
は
す
な
は
ち
容
宗
の
第
二
子
な
り
。
初
め
則
天
曲
目
て
も
っ
て
万
廻
に
示
す
。
万
廻
日
く
、

也
m
T

域
の
大
樹
の
精
な
り
、
こ
れ
を
養
へ
ば
兄
弟
に
宜
し
」
と
。
後
に
申
王
を
生
む
。
儀
形
璃
偉
(
一
七
O
H
)
に
し
て
、
飲
岐
に
善
し
。

一
七

o
m

「
こ
の
児
は
こ
れ
西

注

新
旧
両
唐
書
と
も
「
子
(
嗣
)
無
し
」
と
記
し
て
お
り
、
『
旧
唐
書
』
で
は
申
王
は
恵
荘
太
子
自
身
の
封
。

NO.2 

補

こ
こ
は
『
太
平
広
記
」
の
誤
字
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
本
来
は
「
封
申
王
」
と
あ
っ
た
の
が
、
上
の
「
兄
弟
に
宜
し
」

(
兄
弟
が

多
く
生
ま
れ
る
)
に
牽
か
れ
て
「
生
申
王
」
に
誤
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Vo1.15 

こ
こ
の
本
来
の
意
味
は
、
「
新
唐
書
』
恵
荘
太
子
伝
と
対
照
す
る
と
、
以
下
の
如
く
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

恵
荘
太
子
は
母

の
身
分
が
賎
し
か
っ
た
の
で
、
則
天
武
后
は
兄
弟
と
同
列
に
は
扱
わ
な
い
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
万
廻
の
口
ぞ
え
で
平
等
に
扱
わ
れ

1994 

る
こ
と
に
な
り
、
後
申
王
に
封
じ
ら
れ
た
、
体
格
が
よ
く
大
食
で
あ
っ
た
。

*
 

本
郷
の
河
水
を
求
め
し
む
。

q
d
 

q
L
 

q
J
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一
七
O
H

1宝

故
郷
の
醒
泉
里
を
さ
す
。

訂

本
郷
と
は
弘
農
の
聞
郷
、
黄
河
の
南
岸
に
あ
る
。
河
と
は
黄
河
の
こ
と
だ
か
ら
、
長
安
の
醒
泉
里
に
は
河
水
は
あ
り
得
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
下
文
で
「
弟
子
徒
侶
覚
め
て
無
し
と
す
」
る
の
で
あ
る
。

*
 

談
『
賓
録
』
及
ぴ
『
両
京
記
』
に
出
づ
。

一
七
一

1

j主

『
賓
録
』
不
詳
。

訂

『
談
賓
録
」
で
あ
る
。
唐
の
胡
瑳
撰
。

*
 

元
宗
、
た
め
に
居
室
を
醒
泉
里
に
営
む
。

一
七
一
日

注

一冗由一小

南
唐
の
第
二
代
皇
帝
に
こ
の
称
の
も
の
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
、
こ
こ
は
容
宗
か
玄
宗
と
あ
る
べ
き



と
こ
ろ
。
醒
泉
は
、

山
束
、
湖
南
、
陳
西
諸
省
に
あ
り
、
醒
泉
皇
の
同
定
は
不
能
。

訂
補

一
七
二
5
に
よ
れ
ば
こ
の
文
は
「
集
古
録
目
』
所
載
で
あ
る
が
、
露
伴
の
見
た
「
集
古
録
目
』
は
恐

元
宗
は
玄
宗
の
こ
と
。

ら
く
清
の
黄
本
醸
に
よ
る
輯
本
で
あ
ろ
う
か
ら
、
清
の
康
照
帝
の
詳
玄
俸
を
避
け
て
玄
を
元
に
改
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
直
前
の

「
元
通
大
居
士
」
も
多
分
「
玄
通
」
で
あ
ろ
う
。

醒
泉
里
は
長
安
の
坊
(
城
内
を
東
西
南
北
に
貫
通
す
る
道
路
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
区
画
)

の
名
。
西
市
の
北
に
隣
接
し
て
お

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇ー』

り

坊

^*の
調|東
露|南
はl隅
じiに
め|は
て|太
進 平
士 公
の玉
第の
に宅
登が
るあ
J つ

た

一
九
三
1

(
調
露
初
登
進
士
第
)

j主

唐
の
高
宗
の
年
号
。
六
七
九
年
の
一
年
限
り
。

訂

〈
調
露
の
初
(
調
露
元
年
の
こ
と
)
〉
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儀
鳳

岐四
王年
府六
参*月
草調

露

改
7じ

翌
年
八
月
永
隆
に
改
元
。

つ
ま
り
調
露
は
二
年
に
亙
っ
て
い
る
。

一
九
三
2

j主

岐
王
府
は
唐
の
天
復
年
間
(
九

O
一
ー
ー
九

O
三
年
)
李
茂
貞
が
関
中
に
建
て
た
国
の
首
府
か
。

訂

岐
王
は
、
容
宗
の
第
四
子
で
玄
宗
の
弟
の
李
範
で
あ
る
。
府
は
役
所
。
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
役
所
を
有
し
属
官

を
置
く
の
で
あ
る
。

*

I

l

l

i

-

-

-

〈
八
な
が
ら
挙
を
制
し
み
な
科
に
甲
た
る
を
も
っ
て
再
び
長
安
の
尉
に
調
ぜ
ら
る
。
〉
(
八
以
制
挙
、

皆
甲
科
、
再
調
長

一
九
三
3

安
尉
)

j主

八
な
が
ら

秀
才
明
経
・
開
元
礼
・
三
伝
・
史
・
進
士
・
明
法
・
書
学
・
算
学
の
八
科
目
。

訂

〈
八
た
び
制
挙
を
以
て
、
皆
甲
科
た
り
。
再
調
さ
れ
て
長
安
の
尉
と
な
る
。
〉



制
挙
は
、
科
挙
と
は
全
く
別
の
人
材
登
用
試
験
。
科
挙
は
定
期
的
に
行
わ
れ
る
が
、
制
挙
は
天
子
の
詔
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
。

ま
た
科
挙
は
一
度
合
格
す
れ
ば
二
度
と
受
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
制
挙
は
こ
こ
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
科
目
さ
え
違
つ

て
い
れ
ば
何
回
で
も
受
験
可
能
で
あ
っ
た
。
科
目
数
も
大
変
多
か
っ
た
。
合
格
者
は
、
成
績
に
よ
っ
て
甲
科
と
乙
科
に
分
け
ら
れ

る
が
、
甲
科
は
非
常
に
難
関
で
あ
っ
た
。

No.2 

調
は
遷
転
。
こ
こ
は
、
岐
王
府
参
軍
か
ら
二
回
転
任
し
て
長
安
の
尉
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。

注
に
挙
げ
ら
れ
た
八
科
目
は
す
べ
て
科
挙
の
科
目
で
あ
っ
て
制
挙
の
で
は
な
い
。
更
に
「
秀
才
」
と
「
明
経
」
は
全
く
別
の
科

Vo1.l5 

目
で
あ
り
、
「
秀
才
」
は
当
時
己
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
。
「
三
伝
」
は
明
経
の
下
位
区
分
で
あ
る
。

張
鷲
の
受
験
し
た
制
挙
の
科
目
で
知
り
得
る
の
は
、
清
の
徐
松
の
『
登
科
記
考
』
に
よ
れ
ば
、
「
才
膚
管
楽
」
、
「
賢
良
方
正
」
、

1994 

「
下
筆
成
章
」
、
「
才
高
位
下
」
、
「
調
標
文
苑
」
の
五
科
目
で
あ
る
。

む

か

*

〈
し
ば
し
ば
公
卿
に
為
ひ
鷲
の
文
辞
を
称
し
、
な
ほ
青
銅
銭
(
一
九
三
5
)
の
ご
と
く
、
万
選
に
万
中
す
、
と
。
〉
(
数
為

p
h
u
 。Lqd
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一
九
三
4

公
卿
称
鷺
文
辞
、
猶
青
銅
銭
、
万
選
万
中
、
)

注

青
銅
銭

特
に
唐
の
あ
お
ざ
し
の
銭
。
:
:
:
孔
あ
き
銭
を
さ
す
の
と
同
じ
で
い
つ
も
通
る
の
意
ら
し
い
。

訂

〈
し
ば
し
ば
公
卿
の
為
に
称
せ
ら
く
、
「
鷲
の
文
辞
、
な
ほ
青
銅
銭
の
ご
と
し
。
万
選
万
中
す
」
と
。
〉

こ
こ
の
意
味
は
銭
の
孔
と
は
無
関
係
。
当
時
は
銅
銭
の
流
通
量
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、
劣
悪
な
材
質
の
私
鋳
の
銭
が
横
行
し
、

政
府
は
対
策
に
苦
労
し
続
け
て
い
た
。
私
鋳
の
「
悪
銭
」
に
対
し
て
官
鋳
の
良
質
な
銭
を
「
上
青
銭
」
と
称
し
た
例
が
あ
り
、

「
青
銭
学
士
」
の
青
銭
も
こ
れ
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
悪
貨
が
流
通
し
て
い
れ
ば
、
選
別
は
常
に
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
例
を

挙
げ
る
と
、
市
場
に
良
質
の
銭
の
見
本
を
懸
け
て
そ
れ
と
合
わ
な
い
銭
の
使
用
を
禁
じ
た
り
、
政
府
の
物
資
を
安
価
で
放
出
し
て

市
場
の
銭
を
吸
収
し
、
そ
の
中
か
ら
良
貨
だ
け
を
選
ん
で
残
り
を
鋳
つ
ぶ
し
た
り
し
て
い
た
。
(
『
旧
唐
書
」
食
貨
志
に
よ
る
。
)



従
っ
て
こ
こ
の
本
文
の
意
味
は
、
篤
の
文
章
は
良
質
の
銭
の
よ
う
に
常
に
選
別
を
通
過
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。

九

6 

天
官
侍
郎

i主

天
子
に
仕
え
る
官
を
天
官
と
い
う
。
侍
郎
は
そ
の
長
。

訂

吏
部
侍
郎
の
こ
と
で
あ
る
。
武
后
の
光
宅
元
年
、
東
部
を
天
官
と
改
め
た
(
「
新
唐
書
」
百
官
志
一
)
。

地
寸

I
l
l
i
-
-
1
l
i
l
i
-
-
1
1
1
1

し
よ
う
せ
き
は
な
は
だ

l
i
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

〈
刑
部
尚
書
李
日
知
、
訟
斥
太
重
ね
、
内
に
徒
る
を
得
て
、
族
鳥
文
を
属
る
o

V

(

刑
部
尚
書
李
日
知
、

得
内

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇-.1

訟
斥
太
重
、

一
九
三
8

徒
、
鷺
属
文
、
)

j主

訟
斥
訴
訟
を
考
量
、
判
定
す
る
。

し

り

ぞ

は

な

は

だ

〈
斥
け
ら
る
る
こ
と
太
重
き
を
訟
え
、
内
徒
さ
る
る
を
得
た
り
。
〉

326一

訂

こ
こ
の
意
味
は
、
李
日
知
が
、
鷲
の
流
罪
は
重
す
ぎ
る
と
訟
え
た
の
で
、
近
く
に
移
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
。

「
得
内
徒
」
ま
で
は
鷲
の
経
歴
。
「
鷲
属
文
」
か
ら
は
段
落
が
か
わ
っ
て
張
鷺
の
文
章
に
対
す
る
評
価
の
話
に
な
る
。

ψ
a
T
 

〈
中
人
為
仙
童
、
陥
黙
畷
、
文
成
の
在
否
を
問
ふ
。
〉
(
中
人
馬
仙
童
、
陥
黙
畷
、
問
文
成
在
否
、
)

一
九
三
叩

j主

こ
こ
の
文
不
完
全
で
、
誰
が
誰
に
問
う
た
の
か
分
か
ら
ぬ
。
:
:
:
中
使
(
中
人
)
ふ
た
り
の
問
答
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
訂

〈
中
人
馬
仙
童
、
黙
畷
に
陥
る
。
文
成
の
在
否
を
問
う
。
〉

黙
畷
は
突
厭
の
可
汗
の
名
。
当
時
唐
と
敵
対
し
て
い
た
。
こ
こ
は
、
官
官
の
馬
仙
童
が
突
厭
の
捕
虜
に
な
っ
た
、
す
る
と
黙
畷

が
文
成
の
消
息
を
質
問
し
た
、

日
本
の
使
の
話
と
同
じ
く
鷲
の
名
声
が
外
国
に
も
広
ま
つ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
下
文
の
新
羅
、

て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
。
何
ら
不
完
全
な
点
は
な
い
。



訂

神
龍〈
元神
年龍

JC 
才年
暦中ι

管才f
楽 にM

科管
に楽
中主科
るに
J 磨

り、J

(
神
龍
元
年
中
才
膚
管
楽
科
)

一
九
六
日

「
才
暦
管
楽
」
が
制
挙
の
科
目
名
。
勝
は
応
に
同
じ
。

〈
景
雲
二
年
中
賢
良
方
正
科
二
十
人
中
第
三
た
り
。
挙
を
制
す
る
八
、
甲
科
に
中
る
と
謂
ふ
所
の
者
、
〉
(
景
雲
二
年
中
賢

一
九
七
1

No.2 

良
方
正
科
、
於
二
十
人
中
為
第
三
、
所
謂
制
挙
八
中
甲
科
者
、
)

あ

た

い

は

ゆ

る

あ

た

〈
景
雲
二
年
、
賢
良
方
正
科
に
中
る
。
:
:
:
所
謂
「
制
挙
八
た
ぴ
甲
科
に
中
る
」
は
、
〉

〈
十
道
の
使
を
も
っ
て
挙
げ
ら
れ
し
人
〉
(
以
十
道
使
所
挙
人
石
支
県
令
王
山
輝
等
六
十
一
人
)
〈
並
び
に
拾
遣
を
授
け
て

訂

Vo1.l5 

一
九
九

9
闘
を
補
ふ
〉
(
並
授
捨
遺
補
闘
)

1994 

訂

〈
十
道
使
の
挙
ぐ
る
所
の
人
石
支
県
令
王
山
輝
等
六
十
一
人
を
も
っ
て
、
並
び
に
拾
遺
・
補
闘
を
授
く
。
〉

巧

d
q
L
 

q
d
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「
補
闘
」
も
官
名
で
あ
る
。
二

0
0
1
参
照
。

二
0
0
1

〈
補
閥
、
車
載
を
連
ね
、
拾
遺
斗
量
を
平
ら
ぐ
〉
(
補
闘
連
車
載
、
拾
遺
平
斗
量
)

訂

〈
補
闘
は
車
を
連
ね
て
載
せ
、
拾
遣
は
斗
を
平
ら
げ
て
量
る
。
〉

0 

14 

*
 

飯
頼
山
頭
の
贈
詩
あ
る
に
因
り
て
、
李
太
白
、
杜
子
美
を
軽
ん
ず
と
い
ひ
、
重
与
細
論
文
の
句
あ
る
に
よ
り
て
、
杜
子
美
、

李
太
白
を
刺
る
と
い
ひ
、
遂
に
一
転
し
て
李
・
杜
相
善
か
ら
ず
と
い
う
ふ
が
ご
と
き
、

j主

杜
甫
の
詩
「
春
日
李
白
を
憶
ふ
」
の
中
の
句
。
:
:
:
「
重
ね
て
与
に
細
や
か
に
文
を
論
ぜ
ん
」
の
句
が
ど
う
し
て
社
子
美
、
李

太
白
を
そ
し
る
意
を
含
む
と
解
せ
る
の
か
、

不
審
。

訂
補

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
李
・
杜
相
軽
ん
ず
と
い
う
説
は
、
宋
の
葛
立
方
『
韻
語
陽
秋
」

一
及
ぴ
宋
の
羅
大
経
『
鶴
林
玉
露
」
甲

編
六
に
見
え
る
。
後
者
に
よ
れ
ば
、
「
重
与
細
論
文
」
の
「
細
の
一
字
、
其
の
棋
密
を
欠
く
を
議
る
」
の
で
あ
る
。



二
O
二
1

*
 

李
太
白
月
影
を
捉
ら
ん
と
し
て
采
石
に
溺
死
せ
り
と
い
ふ
が
ご
と
き
、
ま
た
あ
る
い
は
牛
酒
(
二

O
二
2
)
杜
子
美
を

殺
せ
り
と
い
ふ
が
ご
と
き
、
皆
そ
の
実
を
考
麗
す
る
に
、
説
誤
に
し
て
真
に
非
ず
、

注

将
士
を
ね
ぎ
ら
ふ
牛
肉
と
酒
。
杜
甫
の
「
八
哀
詩
」
の
第
二
「
左
僕
射
鄭
国
公
厳
武
に
贈
る
」
の
中
に
:
:
:
「
西
郊
牛

牛
酒

酒
再
。
原
廟
丹
青
明
」
。
露
伴
が
批
判
す
る
の
は
、
杜
甫
と
厳
武
の
親
密
な
交
際
か
ら
生
じ
た
噂
の
こ
と
に
か
か
わ
る
か
。

訂

唐
の
鄭
処
務
『
明
皇
雑
録
』
に
、
杜
甫
が
来
陽
県
令
か
ら
牛
実
と
白
酒
を
贈
ら
れ
、
飲
み
過
ぎ
て
一
晩
で
死
ん
だ
、

と
い
う
話

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇-1

が
載
っ
て
い
る
。
新
旧
「
唐
書
」
の
杜
甫
伝
も
ほ
ぼ
同
じ
。

因
み
に
、
宋
の
洪
遁
『
容
斎
随
筆
』
三
李
太
白
は
、
李
・
杜
の
死
に
つ
い
て
の
こ
こ
の
本
文
に
挙
げ
ら
れ
た
説
を
並
挙
し
て
一

緒
に
否
定
し
て
い
る
。
露
伴
は
こ
れ
に
基
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

*
 

白
楽
天
の
甲
乙
判

-328一

二
O
三
ロ

注

二
O
四
頁
一
一
行
の
「
惟
白
居
易
編
入
文
集
」
の
い
う
文
を
さ
す
。
穆
宗
の
時
科
挙
を
め
ぐ
る
李
宗
問
、
李
徳
裕
二
李
の
争
い

に
牛
僧
揺
が
加
わ
っ
て
宗
関
と
結
托
し
、
牛
李
の
争
い
と
な
っ
た
際
、
朝
臣
皆
そ
の
一
方
に
組
し
政
争
が
四
十
余
年
の
長
き
に
E
っ

た
。
白
楽
天
は
そ
の
時
中
書
舎
人
に
叙
せ
ら
れ
、
穆
宗
の
人
材
登
用
の
際
の
考
策
に
任
じ
た
。
し
か
し
穆
宗
に
定
見
な
く
、
宰
相

に
も
そ
の
人
を
得
な
か
っ
た
上
、
さ
ら
に
外
難
ま
で
加
わ
っ
た
た
め
、
白
居
易
は
し
ば
し
ば
上
表
、
事
を
論
ぜ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
上
表
文
を
さ
す
。

訂

『
白
氏
文
集
』
六
六
と
六
七
の
二
巻
が
「
甲
乙
判
」
で
あ
る
。
判
と
は
「
断
獄
之
詞
」
。
「
甲
乙
判
」
は
白
居
易
が
徳
宗
の
貞
元

十
八
年
東
部
の
書
判
抜
牽
科
の
試
験
を
受
け
る
際
に
準
備
の
た
め
に
書
い
た
模
提
答
案
集
で
あ
る
。

二
O
四
日

〈
そ
の
文
、
瞳
は
官
曹
に
比
し
、
条
は
件
を
分
ち
て
繋
け
、
組
織
す
こ
ぶ
る
工
み
。
V

(

其
文
瞳
比
官
曹
、
条
分
件
繋
、

組

織
頗
工
。
)



訂

た
〈
み

〈
そ
の
文
、
官
曹
を
艦
比
し
、
条
分
か
た
れ
件
繋
が
り
、
組
織
頗
る
工
な
り
。
〉

こ
こ
の
意
味
は
、

そ
の
文
章
は
官
職
を
列
挙
し
、
そ
れ
ら
の
分
類
と
相
互
関
係
を
明
瞭
に
し
て
見
事
に
整
理
し
て
い
る
、

と
し、

う
こ
と
。
艦
は
つ
ら
ね
る
。

二
O
五
1

〈
身
・
言
・
書
・
判
を
も
っ
て
、
詮
試
、
人
を
選
ぶ
〉
(
以
身
言
書
判
、
詮
試
選
人
)

No.2 

訂

〈
選
人
を
詮
試
す
。
〉

選
人
は
、
官
吏
の
鐙
衡
の
対
象
と
な
る
候
補
者
。

Vo1.l5 

二
O
五
1

〈
今
文
苑
に
英
華
の
者
す
こ
ぶ
る
多
き
を
見
る
も
〉
(
今
見
於
文
苑
英
華
者
頗
多
)

訂

〈
今
『
文
苑
英
華
』
に
見
ゆ
る
者
頗
る
多
し
。
〉

1994 

と
い
う
こ
と
。

-329-

試
験
の
答
案
と
し
て
の
判
が
「
文
苑
英
華
』
に
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
、
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『
文
苑
英
華
』

一
千
巻
は
、
宋
の
太
宗
の
詔
に
よ
り
、
『
文
選
」
を
継
承
す
る
も
の
と
し
て
、
梁
末
よ
り
唐
朝
ま
で
の
文
を
編

纂
し
た
書
物
。

『
文
集
』
に
編
入
す
。
驚
と
与
に
此
に
こ
れ
を
編
み
て
み
づ
か
ら
一
書
を
為
す
者
、

も
っ
と
も
世
に
伝
わ

二
O
五
2

〈
惟
白
居
易
、

る
。
〉
(
惟
白
居
易
編
入
文
集
、
与
鷲
此
編
之
自
為
一
書
者
、
最
伝
於
世
、
)

訂

〈
た
だ
白
居
易
『
文
集
』
に
編
入
し
、
鷲
の
此
の
編
(
『
龍
筋
鳳
髄
判
』
)

の
自
ら
一
書
を
為
す
者
と
と
も
に
、
最
も
世
に
伝
わ

る。
v判

の
中
で
は
、
「
白
氏
文
集
』
に
収
録
さ
れ
た
白
居
易
の
作
品
と
、
単
行
の
書
籍
で
あ
る
『
龍
筋
鳳
髄
判
』

と
が
最
も
世
間
に

流
伝
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。

二
O
九
2

晋
『
中
興
書
』



j主

「
中
興
書
」
は
不
詳
。

訂
補

書
名
は
「
晋
中
興
書
』
、
劉
宋
の
何
法
盛
撰
の
東
晋
の
歴
史
で
紀
伝
体
で
あ
る
が
、
紀
・
表
・
志
・
伝
の
か
わ
り
に
典
・
注
・

説
・
録
と
称
す
。
供
。

因
み
に
、
こ
の
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
博
物
志
』
、
『
亜
日
中
興
書
」
、
『
左
伝
』
、
次
頁
の
費
樟
と
来
敏
、

王
葉
、

王
中
郎
と
支

公
、
哀
蒐
の
逸
話
、

班
園
、
馬
融
、
曹
様
、
奈
洪
、
梁
の
武
帝
・
宣
帝
、
応
場
、
沈
約
の
文
章
は
、

い
ず
れ
も
『
芸
文
類
緊
』

七

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇一』

四
国
秦
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
露
伴
は
こ
れ
に
基
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

*
 

費
樟
と
来
敏

一二

0
3

j主

未
詳

訂

「
三
国
志
』
四
四
に
伝
あ
り
。
諸
葛
亮
の
没
後
、
蒋
瑞
に
次
い
で
萄
の
宰
相
の
任
に
当
た
っ
た
。

*
 

王
奨

-330 

一二

0
4

I主

記
性
秀
抜
で
有
名
な
局
の
人
。

訂

貌
の
高
平
の
人
。
建
安
七
子
の
一
人
、

也
m
y

王
中
郎
が
葉
を
座
隠
と
い
ひ
、
支
公
が
手
談
と
為
せ
る
ご
と
き
、

つ
ま
り
当
時
を
代
表
す
る
文
人
で
あ
る
。

0 
4 

j主

王
中
郎

未
詳
。
中
郎
は
『
晋
書
」
八
二
に
出
る
王
長
文
を
充
て
る
べ
き
か
。

訂

王
坦
之
、
字
は
文
度
、

の
こ
と
で
あ
る
。
豆
白
書
」
七
五
に
伝
あ
り
。
な
お
こ
こ
の
王
・
支
の
逸
話
は
、
「
世
説
新
語
」
巧
芸
篇

に
も
見
え
る
。

一二

O
7

晋
の
曹
操
、
察
洪
、

j主

奈
洪
は
『
晋
書
』
九
三
に
出
る
と
い
う
が
見
当
ら
な
い
。



訂

察
洪
は
『
晋
書
』
九
二
文
苑
・
王
沈
伝
に
、
沈
と
同
じ
く
才
は
有
り
な
が
ら
世
に
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
人
と
し
て
言
及
さ
れ
て

、ー、，
O

L
-
4
 

二
一
一

4

『
棋
経
』
十
三
篇
:
:
:
十
三
篇
は
け
だ
し
孫
子
に
挺
す
る
な
り
。

j主

孫
子
は
名
、
武
。
春
秋
時
代
斉
の
人
。
兵
法
を
も
っ
て
呉
に
仕
え
、

そ
の
覇
業
を
成
就
さ
せ
た
超
有
名
人
。

No.2 

訂

こ
こ
の
孫
子
は
人
名
で
は
な
く
書
名
で
あ
る
。
「
孫
子
』
は
十
三
篇
か
ら
成
る
。

+mT 杜
夫
子

二
一
一

7

Vo1.l5 

i宝

杜
甫
を
い
う
か
。

訂

前
漢
の
人
で
あ
る
。
『
西
京
雑
記
』
二
精
奔
棋
碑
聖
教
に
、
杜
段
の
杜
夫
子
が
天
下
第
一
の
棋
の
名
手
で
あ
っ
た
と
い
う
記
事

1994 

が
あ
る

采*。

選

唱
E
A

q
J
 

q

、υ
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二
二
六
9

j主

不
詳
。
采
戯
、
采
戦
、

と
も
に
玄
宗
が
貴
妃
を
相
手
に
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
す
ご
ろ
く
遊
ぴ
と
さ
れ
る
。

訂

采
選
は
、
双
六
の
一
種
だ
が
、
官
位
の
昇
降
に
象
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
だ
か
ら
下
文
で
「
叢
繁
に
し
て
検
閲
に
労
し
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

二
四
0
5

玄
怪
録
・
幽
怪
録

訂

書
名
で
あ
る
か
ら
『

や
や

金
に
は
ま
た
王
重
遠
一
派
が
撞
頭
し
た
の
で
あ
る
。
王
や
王
の
弟
子
の
馬
な
ど
は
元
の
時
に
は
す
で
に
戯
曲
の
主
人
公

』
が
必
要
。
『
玄
怪
録
』
、
「
幽
怪
録
」
は
異
名
同
書
、
唐
の
牛
僧
揺
撰
の
伝
奇
小
説
。

四

8 

と
さ
れ
て
、
神
異
の
物
語
中
に
大
見
得
を
切
ら
せ
ら
れ
て
ゐ
る
位
で
あ
る
。

j主

道
士
王
嘉
、
重
陽
子
と
は
別
か
。
未
詳
。
馬
は
馬
貴
中
か



訂

王
重
陽
の
こ
と
で
あ
る
。
名
は
詰
、
字
知
明
、
重
陽
は
号
。
金
代
の
新
道
教
の
一
派
全
真
教
の
祖
師
で
あ
る
。
馬
は
馬
鉦
、
号

丹
陽
。
王
・
馬
が
活
躍
す
る
元
曲
と
し
て
は
馬
致
遠
の
『
壬
祖
師
三
度
馬
丹
陽
』
・
『
馬
丹
陽
三
度
任
風
子
』
、

楊
景
賢
の

「
馬
丹

陽
度
脱
劉
行
首
』
な
ど
が
あ
る
。
二
四
二

1

「
鬼
仙
王
年
夫
人
(
正
し
く
は
管
玉
幸
夫
人
)

の
後
身
た
る
傾
城
の
劉
倍
矯
が
仙
人

に
済
度
さ
れ
る
「
柳
梢
青
」
」
と
い
う
の
が
「
馬
丹
陽
度
脱
劉
行
首
』
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
「
露
伴
全
集
』

一
六
所
収
「
論
仙
」

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇ー』

に
、
王
・
馬
に
つ
い
て
の
詳
細
な
解
説
が
あ
る
。

*
 

孫
悟
空
は
す
な
は
ち
印
翁
の
寓
一
三
一
回
、

二
四
七
2

i主

郎
は
丘
に
同
じ
。
孔
子
の
名
丘
に
遠
慮
し
て
清
代
用
い
ら
れ
た
も
の
。
田
舎
お
や
じ
。

訂

丘
翁
は
、
金
末
元
初
の
全
真
教
の
道
士
丘
処
機
、
号
長
春
真
人
、

の
こ
と
で
あ
る
。
丘
処
機
は
、
西
征
の
途
上
の
成
吉
思
汗
に

招
か
れ
て
西
域
へ
赴
き
、
雪
山

(
ヒ
ン
ド
ゥ

l
ク
シ
山
脈
付
近
)
に
お
い
て
汗
と
会
見
し
た
。
こ
の
大
旅
行
を
弟
子
の
李
志
常
が

q
r
u
 

q
J
 

qa 

記
録
し
た
の
が
『
長
春
真
人
西
遊
記
』
で
あ
る
。
「
西
遊
記
』
の
著
者
と
誤
解
さ
れ
る
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
更
に
清
代
の

西

遊
記
」
の
板
本
中
で
最
も
早
い

『
西
遊
証
道
書
』
所
載
の
元
の
虞
集
の
「
原
序
」
が
「
西
遊
記
』
を
長
春
真
人
の
作
と
し
て
い
た

た
め
、
以
後
の
清
刊
本
は
皆
丘
処
機
の
作
と
題
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

因
み
に
、
こ
の
「
怪
談
」
と
同
じ
く
『
露
伴
全
集
』

一
九
に
収
録
さ
れ
た
「
閑
窓
偶
筆
」
の
中
に
「
西
遊
記
の
作
者
」
( 

一
一

五
頁
)
と
い
う
一
文
が
あ
る
。

二
五
九
日

*
 

宋
玉
の
「
招
魂
」
に
:
:
:
李
善
注
に

j主

唐
に
「
文
選
」

の
註
を
作
っ
た
こ
の
名
の
人
が
い
る
。
後
漢
の
王
逸
の
間
違
い
か
。

補

「
招
魂
」
は
「
文
選
」
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
李
主
口
は
楚
辞
の
注
に
は
王
逸
注
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
の
で
、
露
伴
の
偶

訣
で
あ
ろ
う
。



二
五
九
H

司
馬
相
知
の
「
子
虚
賦
」
に
「
在
簸
・
慶
蕪
、
諸
柘
・
巴
宜
」
と
あ
る
に
よ
り
て

j主

巴
宜
は
巴
国
(
現
四
川
省
)

そ
の
中
か
ら

の
宜
(
麻
・
麻
の
実
)

の
意
か
。
:
:
:
雲
夢
沢
の
名
勝
な
る
を
語
る
表
現
の
う
ち
、

諸
柘
を
選
別
し
た
の
は
、
露
伴
の
畑
眼
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
柘
を
桑
と
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
諸
は
、
次
の
巴
宜
と
の
対
偶
か

ら
言
っ
て
、
魯
の
国
の
古
い
地
名
(
現
山
東
省
諸
城
県
西
南
)
と
と
る
の
が
恰
好
で
は
な
い
か
。

NO.2 

訂

巴
宜
は
バ
ナ
ナ
、
巴
国
の
宜
で
は
な
い
。

こ
こ
の
諸
柘
を
甘
薦
と
す
る
説
は
、
下
文
に
あ
る
よ
う
に
貌
の
張
揖
の
注
に
あ
り
、

更

『
太
平
御
覧
」
九
七
四
甘
蕉
に
も

Vo1.l5 

「
子
虚
賦
」
の
こ
の
句
が
引
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
露
伴
の
畑
眼
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
先
に
述
べ
た
よ
う
に
巴
宜

は
巴
の
宜
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
諸
柘
を
諸
の
柘
と
す
る
解
は
対
偶
か
ら
言
っ
て
成
立
し
な
い
。

也市・

張
梼
の
注
に
諸
柘
は
甘
柘
な
り
と
見
ゆ
。

q
d
 

q
d
 

q
d
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不
詳
。
唐
代
『
文
選
』

の
五
臣
註
を
作
っ
た
も
の
の
ひ
と
り
に
張
銑
が
い
る
。

j主訂

張
揖
の
誤
り
。
張
揖
は
貌
の
人
、
「
広
雅
』
の
著
者
。
こ
の
注
は
張
揖
の
『
漢
書
注
』
(
但
し
「
司
馬
相
知
伝
」
の
み
。
侠
)
の

一
部
。
「
子
虚
賦
」
は
、

『
漢
書
」
司
馬
相
如
伝
に
も
『
文
選
』
に
も
収
載
さ
れ
て
お
り
、
張
揖
の
こ
の
注
は
、
前
者
の
顔
師
古
注

と
後
者
の
李
善
注
が
採
用
し
た
郭
瑛
注
に
各
々
引
用
さ
れ
て
い
る
。

-mT 
〈
南
箕
、
舌
と
飯
無
く
、
沙
糖
多
し
〉
(
南
箕
無
舌
飯
多
沙
糖
)

二
六
0
5

注

南
方
七
宿
と
い
う
星
座
の
一
、

四
星
か
ら
な
る
。
舌
は
本
、

箕
の
物
を
の
せ
る
処
。
あ
る
い
は
言
語
の
意
に
と
る
べ
き
か
。

訂

〈
南
箕
、
舌
無
け
れ
ば
、
飯
に
沙
糖
多
し
。
〉

『
易
林
』

の
文
は
四
字
一
句
で
あ
る
。
こ
こ
の
意
味
は
、
南
箕
に
舌
が
な
い
、

つ
ま
り
箕
が
こ
わ
れ
て
い
て
、
穀
物
に
混
じ
っ

て
い
る
ご
み
や
も
み
が
ら
を
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
飯
の
中
に
沙
や
「
糖
」

が
多
い
、

と
い
う
こ
と
。

「
糖
」
を
「
糠



(
も
み
が
ら
こ
に
作
る
テ
ク
ス
ト
が
あ
り
、

そ
の
方
が
文
脈
に
合
う
。
露
伴
が
『
易
林
」

の
こ
の
記
述
を
疑
問
視
す
る
所
以
で
あ

る

二
六
四
6

『
名
医
別
録
」

補

「
名
医
別
録
』
及
び
以
下
に
引
用
さ
れ
た
『
唐
本
草
」
、
『
食
療
本
草
』
、

「
本
草
街
義
』
は
、
全
て
宋
の
唐
慎
徴

『
図
経
本
草
』
、

『
証
類
本
草
』
(
正
式
名
称
は
「
経
史
証
類
備
急
本
草
』
)
二
三
の
甘
薦
及
ぴ
沙
糖
の
項
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
露
伴

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇-J

は
こ
れ
に
基
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
六
六
日

宋
の
林
洪
の

『
山
家
清
供
」
に

i主

こ
こ
の
文
句
の
出
典
及
び
そ
の
著
者
に
つ
い
て
は
調
べ
が
つ
か
な
い
。

『
山
家
清
供
』
は
料
理
書
、

「
字
龍

334 -

補

『
説
邪
」
二
二
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
林
洪
に
つ
い
て
は
、

『
説
邪
』
の
表
題
下
の
注
に
、

藩
、
号
可
山
人
、
和
靖
先
生
(
宋
の
著
名
な
隠
者
林
遁
)
の
喬
孫
な
り
」
と
あ
る
。

〆、λ
り

ψ
a
T

〈
茅
を
抜
き
て
茄
ふ
に
そ
の
葉
を
も
っ
て
す
、
貞
吉
〉
(
抜
茅
茄
、
以
其
葉
、
貞
吉
)

二
七
八
2

j主

葉
、
類
。
伴
。

っ
か
ね
て
、
ま
と
め
て
の
意
だ
ろ
う
。

訂

〈
茅
を
抜
く
に
茄
た
り
、
そ
の
葉
と
と
も
に
す
、
貞
吉
。
〉

王
弼
注
に
よ
れ
ば
、
茄
は
相
牽
引
す
る
さ
ま
で
あ
る
。
意
味
は
、
茅
を
抜
く
と
そ
の
根
が
相
連
な
っ
て
い
る
の
で
、
ご
っ
そ
り

と
抜
け
る
、

二
八
二
日

校
す
る そ
所の
の よ
中*う
書に
の仲

間
と
行
動
を
と
も

す
る

と
い
う
こ
と
。

「
列
子
』
五
篇
、

i主

宮
廷
の
文
書
、
詔
勅
を
掌
る
官
の
名
で
前
漢
に
始
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
属
す
る
官
庁
の
名
を
略
し
て
言
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

訂

」
こ
の
中
書
は
、
中
(
宮
中
)

の主目、

つ
ま
り
天
子
の
蔵
書
の
こ
と
。



二
九
六
叩

*
 

必
ず
そ
れ
人
に
下
り
士
を
致
し
、
震
王
の
威
を
張
り
た
る
な
ら
ん
。

i主

人
に
へ
り
く
だ
り
(
人
の
意
見
の
ま
ま
に
)
士
を
招
き
。
震
王
は
別
に
固
有
名
詞
で
な
く
、
そ
の
威
と
は
強
大
な
震
王
す
な
わ

ち
雷
王
の
権
勢
と
言
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

訂

人
に
へ
り
く
だ
り

つ
ま
り
士
を
礼
遇
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
有
能
な
人
材
を
招
き
寄
せ
、

と
い
、
つ
こ
と
。

NO.2 

震
王
の
威
と
は
、
王
(
つ
ま
り
君
主
)
を
も
震
揺
さ
せ
る
ほ
ど
の
権
勢
、

と
い
、
7
こ
と
。

三
O
五
日

老
龍
吉

Vo1.l5 

j主

老
龍
吉
は
不
詳
。

訂

『
荘
子
」
知
北
遊
篇
の
登
場
人
物
。
鯛
荷
甘
と
神
農
の
師
。

*
 

子
夏
の
学
、
三
変
し
て
周
と
為
る
も
の
、

F
h
d
 

q
J
 

q
J
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j主

君
子
に
三
変
あ
り
と
い
う
有
名
な
子
夏
の
語
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
と
は
別
に
子
夏
の
伝
え
た
「
春
秋
公
羊
伝
』
が
後
の
学

者
に
よ
っ
て
、
上
古
の
王
朝
の
数
え
方
を
変
え
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
の
か
と
思
わ
れ
な
く
も
な
い
。
:
:
:
こ

こ
で
は
夏
、
段
、
宋
、
周
と
数
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
を
、
「
周
と
為
る
」
ま
で
の
「
三
変
」
と
し
た
か
。

訂

周
は
荘
周
。
本
文
の
意
味
は
、
列
子
と
そ
の
弟
子
の
学
説
が
相
抵
特
し
て
い
る
の
は
、

子
夏
の
学
統
か
ら
荘
周
が
出
た
の
と
同

じ
こ
と
だ
、

と
い
う
こ
と
。
荘
周
が
子
夏
の
後
学
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
韓
愈
の
「
送
王
秀
才
序
」
(
『
文
集
」
四
)
に
「
蓋
し
子

こ
の

夏
の
学
、
其
の
後
に
因
子
方
有
り
、
子
方
の
後
、
流
れ
て
荘
周
と
為
る
。
故
に
周
の
書
、
喜
ん
で
子
方
の
人
と
為
り
を
称
す
」
と

ふめヲ
hv

。
な
お
注
中
の
公
羊
学
に
つ
い
て
の
説
明
の
誤
り
に
は
触
れ
な
い
。

*
 

晃
氏
日
く
、
「
向
郭
合
し
て
三
十
三
篇
と
為
す
」
と
。

ニ
一
八
日



j主

不
詳
。
宋
の
『
晃
氏
客
語
」
の
著
あ
る
晃
説
之
の
こ
と
か
。

訂

晃
氏
は
南
宋
の
晃
公
武
、
字
子
止
。
こ
こ
の
本
文
は
そ
の
著
『
郡
斎
読
書
志
」

一
一
郭
象
注
荘
子
の
項
よ
り
の
引
用
。

「
郡
斎
読
書
志
』
は
、
解
題
の
つ
い
た
個
人
蔵
書
目
録
と
し
て
は
現
存
最
古
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
本
文
で
引
用
さ
れ
た
記
述

は

唐

ーの
緯*陸

書徳
」明

乾雇
警典
色釈

文

序
録

基
づ
く

0 
1 

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇-.1

主

経
書
に
権
威
を
も
と
め
た
予
言
書
。
:
:
:
『
乾
撃
度
」
は
「
易
緯
』
に
対
す
る
後
漢
の
鄭
玄
の
註
釈
書
。

訂

緯
書
に
『

」
は
不
要
。
緯
書
と
は
、
経
書
を
補
う
も
の
。
予
言
書
で
あ
る
識
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
緯
書
中
に
も

神
秘
的
予
言
的
な
内
容
も
あ
り
は
す
る
が
。

『
乾
撃
度
』
は
、
正
式
名
称
は
『
周
易
乾
撃
度
』
、
易
緯
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
に
鄭
玄
が
注
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

co 
qδ 

q
J
 

鄭
玄
の
著
書
で
は
な
い
。

*
 

「
郵
析
両
可
の
説
を
操
り
、
無
窮
の
辞
を
設
く
、

四
2 

子
産
の
政
を
執
る
に
当
り
て
、
竹
刑
を
作
る
、
鄭
国
こ
れ
を
用
う
、

し

ば
し
ば
子
産
の
治
を
難
ず
、

注

「
鄭
園
、
」
れ
を
用
う
、

し
ば
し
ば
子
産
の
治
を
難
ず
」
は
、
「
郵
析
の
定
め
た
竹
刑
を
鄭
国
で
は
実
際
に
施
行
し
た
の
で
、

政

治
の
要
衝
に
あ
っ
た
子
産
を
難
ず
る
声
が
起
っ
た
」
の
意
で
あ
る
。

訂

部
析
の
立
案
し
た
竹
刑
を
鄭
国
は
採
用
し
た
。
(
す
る
と
部
析
は
竹
刑
に
つ
い
て
の
知
識
と
両
可
の
説
を
用
い
て
)
ー
レ
ギ
」
F
1レ
ギ
」
品

子
産
の

君政
子治
謂を
ふ難

雪士

fh 
-、

グ〉

意
で
あ
る

四
10 

i主

子
然

明
顧
と
同
じ
。
:
:
:
君
子
は
評
者
孔
丘
。



訂
補

子
然
は
晒
嗣
の
字
。

『
左
伝
』
中
の
「
君
子
」
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
孔
子
だ
と
い
う
説
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
『
左
伝
』
中
に
は
孔
子
に
よ

る
論
評
が
、
「
仲
尼
日
」
あ
る
い
は
「
孔
子
日
」
と
明
記
さ
れ
て
折
々
出
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

也
m
T

鄭
の
鋳
る
と
こ
ろ
の
旧
制

ニ
二
四
ロ

NO.2 

注

鋳
る

語
の
比
験
的
用
法
に
よ
る
表
現
か
。

訂

比
喰
で
は
な
い
。
刑
書
を
鋳
造
し
た
こ
と
が
『
左
伝
』
昭
公
六
年
の
経
と
伝
に
見
え
、
杜
注
に
よ
れ
ば
刑
書
を
鼎
に
鋳
造
し
た

Vo1.l5 

の
で
あ
る
。

三
二
六
日

*
 

唐
の
劉
子
玄
は
・
:
:
・
申
左
の
論
を
立
て
て

1994 

申
左
は
『
左
伝
』
を
の
ぷ
か
。

弓

d
q
J
 

q
J
 

注
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訂

史
顔*通

同議
干与 の

季申
の左
列塑

の

と
で
あ
る

三
二
九
1

j主

顔
回
、
字
子
淵
、
関
損
、
字
子
帯
、
舟
求
、
字
子
有
。
公
哲
哀
(
あ
る
い
は
克
)
、
字
季
次
か
。
子
路
が
季
路
と
呼
ば
れ
る
と

き
が
あ
る
(
公
冶
長
)

訂

が
、
こ
れ
は
五
十
歳
過
ぎ
の
男
子
に
つ
け
る
称
号
と
い
う
か
ら
考
え
に
入
れ
な
く
て
よ
い
か
。

。
。

季
は
子
路
で
あ
る
。
こ
こ
の
本
文
は
、
「
論
語
』
先
進
篇
の
「
徳
行
、
顔
淵
・
関
子
帯
・
舟
伯
牛
・
仲
弓
、
言
語
、
宰
我
・
子

貢
、
政
事
、
中
か
有
・
軟
路
、
文
学
、
子
瀞
・
子
夏
」
を
典
故
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
顔
・
関
・
舟
・
季
の
列
」
と
は
孔
門
十
哲

の
列
、

太*と
常い
博 フ
士こ

と
で
あ
る

三
三

O
5

j主

註
二

O
六
4
参
看
。
(
註
二

O
六
4

宗
廟
の
礼
儀
を
司
る
太
常
の
属
官
。
唐
で
は
五
礼
儀
註
の
作
成
、
乗
輿
の
導
引
、

誼
や



誌
の
制
定
撰
文
に
当
っ
た
。
)

訂

太
常
博
士
は
貌
の
文
帝
の
時
に
設
置
さ
れ
た

(
『
晋
書
』
職
官
士
山
)
。
こ
こ
は
漢
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
太
常
・
博
士
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
『
左
伝
』
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
諸
博
士
と
そ
の
上
官
で
あ
る
太
常
と
を
責
め
た
の
で
あ
る
。

*

1

i

l

l

l

1

1

1

i

l

l

-

司
馬
遷
、
左
氏
「
国
語
』
に
拠
り
、
世
本
『
戦
国
策
」
を
采
る
。

3 

訂

「
左
氏
』
、
『
世
本
」
で
あ
る
。
『
左
氏
』
は
も
ち
ろ
ん
「
左
伝
』
の
こ
と
。
『
世
本
』
は
黄
帝
以
来
の
帝
王
・
諸
侯
・
卿
・
大
夫

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇-.1

の
諮
系
、
名
誌
を
記
録
し
た
書
物
。

告
m
y『

礼
」
に
左
史
あ
り
、
左
史
は
す
な
は
ち
春
官
の
太
史
な
り
。

三
四
0
3

i主

」
こ
の
『
礼
』
は
『
礼
記
』
す
な
わ
ち
『
周
礼
』
。

訂

の
篇
名
。

-338ー

『
礼
記
』
と
『
周
礼
』
は
も
と
よ
り
別
の
書
物
で
あ
る
。
左
史
は
「
礼
記
』
玉
藻
篇
に
見
え
る
。
春
官
は
「
周
礼
』

因
み
に
左
史
は
『
周
礼
』
春
官
の
太
史
に
あ
た
る
と
い
う
の
は
、
『
礼
記
』
玉
藻
の
孔
穎
達
『
正
義
』
に
引
く
熊
氏
の
説
で
あ
る
。

*
 

唐
の
徐
彦
の
疏

二
四
六
ロ

主

徐
彦
は
唐
の
人
。
「
公
羊
伝
何
氏
解
詰
疏
」
二
十
八
巻
の
著
も
あ
っ
た
と
い
う
が
今
伝
わ
ら
な
い
の
で
、
『
十
三
経
註
疏
」
の
こ

と
か
。

訂

疏
は
南
宋
以
前
は
経
・
注
と
別
に
単
行
し
て
い
た
が
、
宋
末
に
合
刻
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
後
ほ
と
ん
ど
の
経
の
単
疏
本

は
亡
供
し
た
が
、
疏
自
体
は
経
・
注
と
合
刻
さ
れ
て
伝
存
し
て
い
る
。
「
伝
わ
ら
な
い
」
わ
け
で
は
な
い
。

*
 

漢
の
相
張
蒼
、
五
徳
を
暦
譜
し
、

三
四
八
ロ

j主

暦
譜
の
意
味
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
時
の
順
を
追
っ
て
記
録
す
る
の
知
き
意
か
。

訂

「
五
徳
を
暦
譜
」
と
は
、

五
行
の
徳
を
歴
代
の
王
朝
に
配
当
す
る
こ
と
。
文
帝
期
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
争
が
あ
り
、
張
蒼



は
漢
を
水
徳
に
当
た
る
と
し
た
が
、
土
徳
説
を
唱
え
る
公
孫
臣
に
敗
れ
た
。
『
史
記
」
、
「
漢
書
」
の
張
蒼
伝
に
見
え
る
。

墨
子
に
周
春
秋
有
り
、
燕
の
春
秋
有
り
、
宋
氏
春
秋
有
り
、
魯
の
春
秋
あ
り
し
こ
と
見
ゆ
。

三
四
九
5

訂

「
墨
子
』
で
あ
る
。
こ
こ
の
文
は
『
墨
子
』
明
鬼
下
に
あ
る
。
但
し
「
魯
の
春
秋
」
で
は
な
く
「
斉
の
春
秋
」
と
な
っ
て
い
る
。

告白
T

王
充

三
五

0
2

No.2 

1宝

後
漢
の
記
性
抜
群
の
学
者
。
『
後
漢
書
』
七
九
。

訂

『
論
衡
』
の
著
者
を
記
憶
力
の
み
で
特
徴
づ
け
る
の
は
甚
し
い
子
落
ち
で
あ
る
。
「
論
衡
」
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、

王
充

Vo1.l5 

は
反
俗
、
反
伝
統
の
批
判
精
神
に
満
ち
た
独
創
的
な
思
想
家
で
あ
る
。

三
五

0
8

*
 

『
左
氏
春
秋
』
を
『
左
氏
伝
」
と
し
て
世
に
立
て
ん
と
し
た
る
は
劉
款
に
始
ま
り
、
後
漢
の
和
帝
元
輿
十
一
年
鄭
輿
父
子

1994 

つ
い
で
鄭
康
成
ま
た
二
伝
を
斥
け

-339-

の
奏
に
因
り
、
学
に
立
つ
に
至
り
、
章
帝
の
時
、
買
達
大
に
『
左
』
を
揚
げ
『
公
・
穀
」
を
抑
へ
、

鹿児島女子大学研究紀要

し
よ
り
、
『
左
氏
伝
』

つ
ひ
に
世
に
顕
赫
す
る
に
及
べ
る
な
り
。

注

」
の
記
述
不
審
。

編
者
の
疑
問
は
正
当
で
あ
る
。
実
は
こ
こ
の
本
文
は
、
『
左
伝
』
杜
預
序
の
孔
穎
達
「
正
義
』
の
「
和
帝
元
興
十
一
年
、

補

鄭
輿

父
子
及
び
散
大
義
を
創
通
し
て
奏
上
し
、
『
左
氏
」
始
め
て
学
に
立
て
ら
る
る
を
得
、
遂
に
世
に
行
な
わ
る
。
章
帝
の
時
に
至
り

そ
し

て
、
頁
違
『
春
秋
』
の
大
義
四
十
を
上
り
、
以
て
『
公
羊
」
・
『
穀
梁
」
を
抵
る
。
帝
布
五
百
匹
を
賜
う
。
又
『
左
氏
』
の
た
め
に

『
長
義
』
を
作
る
。
鄭
康
成
に
至
り
て
、
『
左
氏
膏
宵
」
を
麓
し
、
『
公
羊
墨
守
」
を
発
し
、
『
穀
梁
廃
疾
』
を
起
す
。
此
よ
り
以
後
、

二
伝
遂
に
徴
と
な
り
、
『
左
氏
」

の
学
顕
わ
れ
り
。
」
と
い
う
記
述
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
こ
の
『
正
義
」
の
記
述

の
誤
り
に
つ
い
て
は
、
宋
の
王
応
麟
『
困
学
紀
聞
』
八
左
伝
に
考
証
が
あ
る
。

*
 

一
都
邑
大
夫

三
五
六

9



三
五
七
3
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三
五
八
1

五
五
1

j主

都
は
衆
に
同
じ
。
公
邑
の
お
さ
を
大
夫
と
い
う
。
村
役
人
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

訂

都
は
耶
に
同
じ
で
、
魯
の
邑
の
名
。
『
左
伝
』
裏
公
十
年
の
記
事
に
「
耶
人
舵
」
が
登
場
し
、
杜
預
注
に
「
乾
、
臨
邑
の
大
夫
、

仲
尼
の

〈 父
庚叔
辰梁
の乾
朔な
日り

食*と
有あ
りる

(
冬
十
月
庚
辰
朔
日
有
食
之
)

i主

〈食
庚は
辰っ日
朔主食、ち。

日
之
を
食
す
る
有
り

訂

食
二
子
で
は
日
食
と
は
限
ら
な
い
。

*
 

書
の
「
文
侯
の
命
」
を
も
っ
て
重
耳
の
文
公
に
属
す
る
が
ご
と
き
、
経
注
の
義
和
(
三
五
八

2
)
の
文
侯
に
属
す
る
と
は

主

「
経
注
」
は
『
書
経
』
の
註
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
誰
の
註
を
い
う
か
未
詳
。

-340-

補

『
尚
書
正
義
」
所
収
の
、
「
文
侯
之
命
」
小
序
及
び
そ
の
偽
孔
伝
(
漢
の
孔
安
国
に
仮
託
さ
れ
た
注
)
。
因
み
に
宋
学
系
の
代
表

的
な
注
釈
で
あ
る
察
沈
(
朱
子
の
門
人
)

の
『
書
集
伝
』
も
同
説
で
あ
る
。

訂
補

ま
ず
、
注
を
つ
け
る
べ
き
な
の
に
そ
れ
が
な
い
と
い
う
例
を
挙
げ
る
。

第
一
に
本
文
の
理
解
の
た
め
に
は
注
が
必
要
な
例
。

卒
然
と
し
て
こ
の
句
に
臨
む
と
き
は
、
解
す
べ
き
が
ご
と
く
、
解
す
べ
か
ら
ざ
る
が
ご
と
く
、
予
も
ま
た
三
十
里
を
行
け



補

「
三
十
里
を
行
け
り
」
は
、
『
世
説
新
語
』
捷
悟
篇
の
、
曹
操
と
楊
修
が
曹
蛾
(
有
名
な
孝
女
)

の
碑
の
裏
に
落
書
き
し
て
あ
っ

た
な
ぞ
な
ぞ
を
見
て
、
楊
修
が
わ
か
っ
た
と
言
う
と
、
曹
操
は
自
分
が
考
え
つ
く
ま
で
答
を
言
う
な
と
言
い
、
そ
れ
か
ら
三
十
里

行
っ
て
や
っ
と
答
を
思
い
つ
き
、
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
る
と
修
の
答
と
同
じ
だ
っ
た
の
で
、
曹
操
は
「
自
分
の
才
能
は
楊
修
に
三

十
里
及
ば
な
い
」
と
嘆
じ
た
、

と
い
う
逸
話
に
基
づ
く
典
故
表
現
で
あ
る
。
長
い
こ
と
考
え
続
け
て
や
っ
と
答
が
出
た
、
と
い
う

No.2 

意
味
。

一
一
二
日

察
邑
は
漢
の
通
儒
な
り
、
し
か
し
て
妻
を
棄
て
た
り
と
い
は
れ
、
宋
よ
り
今
に
及
ん
で
な
ほ
子
女
の
罵
曹
を
受
く
。

そ
の
自
注
に
「
即
ち
察
伯
暗
親
を
棄
て
婦
に
背
き
、
暴

1994 Vo1.l5 

補

明
の
徐
滑
『
南
詞
叙
録
』
宋
元
旧
篇
に
『
超
貞
女
寮
二
郎
』
を
挙
げ
、

雷
の
た
め
に
震
死
す
る
な
り
。
里
俗
の
妄
作
な
り
。
実
に
戯
文
の
首
な
り
」
と
あ
る
。
宋
の
陸
瀞
『
剣
南
詩
稿
』
一
二
三
の
「
小
舟

遊
近
村
、
捨
舟
歩
帰
」
詩
四
首
の
第
三
に
、
「
斜
陽
、
古
柳
の
越
家
荘
、
鼓
を
負
い
た
る
盲
翁
正
に
場
を
作
す
。
死
後
の
是
非
誰

-341-
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か
管
し
得
ん
、
満
村
聴
説
す
察
中
郎
。
」
と
あ
り
、
第
三
句
か
ら
見
て
察
邑
が
悪
名
を
被
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
か
ら
、

『
越
貞
女
察
二
郎
』
劇
と
同
様
な
内
容
の
民
間
文
芸
が
南
宋
時
に
は
広
く
流
伝
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

現
存
作
品
と
し

て
は
、
明
初
の
高
明
『
琵
琶
記
』
が
、
結
末
こ
そ
団
円
に
改
め
ら
れ
て
い
る
が
、
前
半
は
、
科
挙
に
状
元
及
第
し
た
察
邑
が
、
新

婚
の
妻
趨
五
娘
と
両
親
を
故
郷
に
残
し
た
ま
ま
に
し
て
牛
丞
相
の
女
婿
と
な
り
、

一
方
故
郷
で
は
苦
し
い
生
活
の
中
で
両
親
が
死

ぬ
、
と
い
う
筋
で
あ
っ
て
、
不
義
不
孝
な
寮
邑
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
保
存
し
て
い
る
。

第
二
に
露
伴
の
誤
り
、
ま
た
は
底
本
の
文
字
の
誤
り
、

と
考
え
ら
れ
る
例
。

明
ら
か
に
露
伴
の
誤
り
で
あ
る
例
と
し
て
は

一
六
九
8

廻
の
兄
安
西
に
戊
役
し
、
音
間
隔
絶
す
。
:
:
:
(
安
西
は
陳
西
の
西
安
府
に
し
て
郷
を
去
る
遠
し
。

訂

陳
西
の
西
安
府
と
は
唐
の
長
安
に
あ
た
る
。
西
安
府
と
い
う
名
は
明
に
始
ま
る
。
ま
た
廻
の
故
郷
弘
農
の
聞
郷
は
長
安
と
洛
陽



の
ほ
ぽ
中
間
に
あ
り
、
長
安
弘
農
聞
は
『
元
和
郡
県
図
志
』
に
よ
れ
ば
四
百
三
十
里
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、

一
六
九
日
「
弘
農

よ
り
西
安
に
抵
る
け
だ
し
万
余
里
」
と
合
わ
な
い
。
更
に
『
太
平
広
記
』
で
確
認
し
て
も
「
安
西
」
で
あ
っ
て
、

「
西
安
」

で
は

な
い
。
従
っ
て
安
西
と
は
西
安
府
(
長
安
)

で
は
な
い
。
安
西
都
護
府
の
こ
と
で
あ
る
。
安
西
都
護
府
は
貞
観
十
四
年
(
六
回
O
)

交
河
城
(
今
の
新
彊
吐
魯
番
県
の
西
)
に
設
置
さ
れ
顕
慶
三
年
(
六
五
八
)
亀
革
(
タ
リ
ム
川
中
流
域
)

に
移
っ
た
。
西
域
の
騎

馬
民
族
を
鎮
禦
す
る
拠
点
で
あ
る
か
ら
、
本
文
の
「
安
西
に
戊
役
し
、
音
間
隔
絶
す
。
父
母
そ
の
死
し
た
ら
ん
こ
と
を
謂
ひ
て
」

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇一』

と
い
う
記
述
と
整
合
す
る
。

二
八
八
5

『
荘
子
』
天
下
篇
に
当
時
の
儒
、
墨
、
楊
、
乗
ら
の
学
風
を
叙
し

訂

儒
、
墨
、
楊
、
乗
を
論
じ
て
い
る
の
は
、
『
荘
子
」
徐
無
鬼
篇
で
あ
る
。

三
二
一
口

張
処
度
け
だ
し
『
易
緯
』
(
『
乾
撃
度
』
を
さ
す
)
を
読
ま
ざ
る
に
あ
ら
ざ
ら
む
、
ま
た
何
ぞ
『
列
子
」
を
註
す
る
に
当
つ

342 -

て
こ
れ
に
言
及
せ
ざ
る
や
。

こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
『
列
子
』
天
瑞
篇
第
二
章
の
終
わ
り
近
く
の
「
濁
重
者
下
為
地
」
の
張
湛
(
処
度
)

訂

注
に
、

「
此
の

一
章
、
全
て
こ
れ
「
周
易
乾
撃
度
』
な
り
」
と
指
摘
し
て
あ
る
。

露
伴
の
偶
訣
か
底
本
の
誤
り
か
決
め
難
い
例
と
し
て
は

二
五
九
5

『
神
真
経
』
に
は
南
方
肝
概
の
林
あ
る
こ
と
を
記
せ
り
。

訂

』
れ
は
『
神
異
経
』
南
荒
経
の
文
で
あ
る
。

三
一
七
3

『
荘
子
』
の
文
の
読
み
難
き
も
の
、
『
列
子
』
の
文
に
照
し
て
通
ず
る
を
得
る
も
の
多
く
、
ま
ま
『
列
子
』
の
文
の
「
荘
』

よ
り
古
き
を
思
は
し
む
る
も
の
少
な
か
ら
ず
、
『
荘
子
』
達
生
篇
の
用
志
不
分
乃
凝
於
神
は
、

『
列
子
』
貰
帝
篇
の
乃
凝
於
神
な
り
、

「
荘
子
』
応
帝
王
篇
そ
の
他
に
し
ば
し
ば
見
ゆ
る
委
蛇
は
『
列
子
』
貰
帝
篇
の
椅
移
な
る
が
ご
と
く
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の
頗
る
多
し
。



訂

文
脈
か
ら
見
て
、
こ
こ
は
『
荘
子
」
と
『
列
子
』
の
文
字
が
異
な
っ
て
い
る
例
を
挙
げ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
『
列
子
』

。

の
主
要
な
版
本
の
こ
の
部
分
は
「
乃
疑
於
神
」
に
作
っ
て
お
り
、
更
に
清
の
食
槌
を
は
じ
め
複
数
の
中
国
の
学
者
が
、

『
荘
子
』

で
「
凝
」
に
作
っ
て
い
る
の
よ
り
も
こ
ち
ら
の
方
が
正
し
い

(
つ
ま
り
「
通
ず
る
を
得
る
」
)
と
論
じ
て
い
る
。

三
三
六
5

そ
の
書
は
実
に
『
春
秋
』
の
伝
と
し
て
作
ら
れ
た
る
も
の
な
る
や
否
や
疑
ふ
べ
し
。
た
だ
し
そ
の
書
『
春
秋
左
氏
伝
』
と

No.2 

し
て
人
に
目
せ
ら
れ
し
時
は
、
何
と
呼
ば
れ
し
も
の
な
り
や
明
ら
か
な
ら
ず
。
初
よ
り
「
春
秋
左
氏
伝
」
と
し
て
世
に
存
し
た
る
も
の

な
ら
ず
や
と
思
は
る
る
か
た
も
あ
る
な
り
。

Vo1.l5 

訂

「
『
春
秋
左
氏
伝
』
と
し
て
人
に
目
せ
ら
れ
し
時
」
な
ら
ば
、
「
目
せ
ら
れ
」
て
い
る
の
だ
か
ら
「
何
と
呼
ば
れ
し
も
の
な
り
や

明
ら
か
な
ら
ず
」
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
露
伴
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
(
『
春
秋
』
の
伝
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
題
名
)

が
本
来
は

1994 

『
春
秋
」
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の
伝
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
か
ら
、
『
春
秋
』
の
伝
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
名
称
は
明
ら
か
で
な
い
、

。。

と
言
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
「
目
せ
ら
れ
ざ
り
し
時
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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次
に
、
本
書
の
注
を
見
て
生
じ
た
、
編
者
の
方
針
乃
至
は
態
度
に
関
す
る
疑
問
に
つ
い
て
、
例
を
挙
げ
て
述
べ
る
。

第
一
に
熟
語
の
語
釈
に
つ
い
て
。

一一

2

「
戚
葉
」
、

一
五
五

5
「
相
争
」
、

一
八
五
日
「
撞
指
」
、
二
二
ハ

7
「
地
則
」
、
二
二
八

7
「
寓
談
」
、
二
三
一
ロ
「
欄
脱
」
、

二
六

0
3
「
貢
儲
」
、
二
八
八
1

「
昔
牽
」
、

三
一
八

2
「
腕
童
」
に
対
し
て
、
「
熟
語
で
な
い
」
、
「
成
語
で
は
な
い
」
、

「
字
書
に
な
い

」
と
ば
」
等
と
い
う
注
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

一
般
に
「
熟
語
で
な
い
」
こ
と
を
確
認
す
る
の
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
上
に
、
注
釈
と
し

て
言
及
す
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
の
例
で
も
注
と
し
て
必
然
性
が
認
め
ら
れ
る
の
は
最
後
の
「
腕
童
」
の
注
だ

げ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
管
見
の
範
囲
で
も
「
欄
脱
」
と
「
菅
牽
」
は
諸
橋
『
大
漢
和
』
に
載
っ
て
お
り
、
「
賦
葉
」

は

菅
原
道
真
の



詩
中
の
語
で
あ
る
が
、
李
賀
「
河
南
府
試
十
二
月
楽
詞
・
四
月
」
に
用
例
が
あ
り
、
「
地
則
」
も
『
侃
文
韻
府
」

に
採
録
さ
れ
て
い
る

(
こ
れ
は
疑
問
が
あ
る
が
)

の
だ
か
ら
、
調
査
も
社
撰
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

第
二
に
、
本
文
の
文
脈
を
見
て
い
な
い
た
め
に
不
要
な
、
あ
る
い
は
誤
っ
た
注
を
つ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
例
。

本

真
の
風
等
を
指
せ
る
に
あ
ら
ず
、
紙
鳶
を
指
し
て
言
へ
る
な
り
。

四
五
H

注

「
真
の
」
と
あ
る
の
は
風
等
が
風
鐸
、
風
鈴
を
さ
し
て
い
う
場
合
を
意
味
す
る
か
。

直
前
に
四
五
ロ
「
風
等
は
本
紙
鳶
に
あ
ら
ず
。
殿
閣
管
稜
に
設
置
し
、
風
に
因
っ
て
鳴
る
も
の
な
り
。
し
か
れ
ど
も
明
の
時
す

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇』

訂
で
に
俗
聞
紙
鳶
を
呼
ん
で
風
筆
と
な
す
」
と
い
う
行
き
届
い
た
説
明
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

」
の
注
は
全
く
必
要
な
い
。

八
四
日

陶
侃
が
胡
奴

注

陶
侃
は
淵
明
の
祖
先
で
、
多
く
の
胡
奴
を
養
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
胡
奴
が
陶
侃
に
何
を
し
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

-344-

訂

八
五

8
に
「
陶
侃
が
胡
奴
は
、
子
美
が
阿
院
に
示
す
の
詩
中
、
「
曾
て
驚
く
陶
侃
胡
奴
の
異
」
の
句
あ
る
に
本
づ
く
。
陶
侃
は

子
美
た
ま
た
ま
誤
る
、
当
に
陶
唄
に
作
る
べ
し
、

唄
の
奴
の
摩
詞
と
い
ふ
も
の
、
主
に
忠
に
し
て
江
に
死
す
る
の
故
事
あ
る
な
り
」

と
あ
る
の
だ
か
ら
、
陶
侃
に
つ
い
て
の
注
は
不
必
要
で
あ
る
。
む
し
ろ
陶
幌
に
つ
い
て
の
注
が
必
須
で
あ
る
。
陶
唄
の
故
事
は
唐

つ
い
で
な
が
ら
陶
侃
の
子
に
胡
奴
と
い
う
小
字

(
幼
名
)

の
者
は
あ
っ
た
が

の
哀
郊
の
伝
奇
小
説
集
『
甘
沢
謡
」
に
あ
る
。

「
多
く
の
胡
奴
を
養
っ
た
」
と
い
う
の
は
未
見
。

*
 

慶
子
の
こ
の
友
は
、
ほ
と
ん
ど
天
命
が
ま
だ
尽
き
ぬ
の
で
、
鼠
に
塑
み
て
而
し
て
忽
ち
悟
っ
た
の
か
、

二
四
九
7

j主

慶
子

不
詳
。
紀
向
の
別
号
で
自
称
か
。

訂

二
四
八
8
に
「
李
慶
子
と
い
ふ
人
が
談
っ
た
」
と
し
て
以
下
そ
の
友
人
が
鼠
の
お
か
げ
で
娼
薬
の
危
険
性
を
覚
っ
た
話
が
出
て

い
る
の
だ
か
ら
、
慶
子
と
は

こ
の
話
を
紀
均
に
語
っ
た
李
慶
子
の
こ
と
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。



二
五
九
6

*
 

柘
崎
町
ホ
は
薦
禁
な
る
べ
し
。

注

紫
は
山
桑
。

訂

業
は
汁
。
山
桑
の
意
味
が
あ
る
の
は
柘
。
二
五
九
7
に
「
も
し
読
み
て
柘
桑
の
柘
と
為
す
と
き
は
、
柘
は
た
だ
蚕
を
飼
ふ
べ
き

の
み
、
景
を
得
る
に
足
ら
ず
。
」
と
あ
る
の
を
見
て
も
明
ら
か
な
は
ず
で
あ
る
。

No.2 

第
三
に
、
注
を
つ
け
る
上
で
当
然
目
を
通
す
べ
き
書
物
を
見
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
例
。

*
 

『
笈
の
小
文
』
に
も
見
え
た
る
、
阿
波
庄
に
新
大
仏
寺
の
跡
を
覧
て
、

一
O
五
日

Vo1.l5 

注

以
下
九
字
、
露
伴
所
見
の
『
笈
の
小
文
』
の
文
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
鈎
括
弧
の
つ
け
場
所
に
迷
う
。

訂

『
笈
の
小
文
』
を
見
れ
ば
、
引
用
で
は
な
く
要
約
だ
と
い
う
こ
と
が
す
ぐ
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

*
 

代
宗
の
時
、
都
和
尚
遂
寧
に
法
を
示
し
て
糖
霜
大
成
す
。
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二
六
五
8
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都
和
尚
は
、
薦
を
「
寄
(
穴
倉
に
か
こ
う
こ
す
れ
ば
糖
霜
が
と
れ
る
こ
と
を
教
え
、
:
:
:
(
「
諸
橋
大
漢
和
』
所
引
、

注

『
糖
霜

譜
』
)
。
こ
の
話
に
拠
れ
ば
、
薦
の
茎
か
ら
の
浸
出
液
が
結
晶
し
た
も
の
を
糖
霜
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。

員T

孫
引
き
に
た
よ
っ
て
臆
断
す
る
か
ら
こ
の
よ
う
な
間
違
い
を
す
る
。
も
し
注
の
通
り
だ
と
す
れ
ば
あ
ま
り
に
も
原
始
的
な
製
糖

法
で
、
『
譜
」
を
作
る
に
値
し
な
い
。

。

『
大
漢
和
」
所
引
で
は
「
害
薦
為
霜
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
糖
霜
譜
」
原
委
第
一
で
は
「
害
薦
糖
為
霜
」
で
あ
る
。
『
糖
霜
譜
』

第
四
・
第
五
に
よ
れ
ば
、
収
穫
の
後
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
多
段
階
の
工
程
を
経
て
藍
い
か
ら
効
率
的
に
糖
水
を
抽
出
し
、

そ

れ
を
煮
つ
め
て
、
竹
を
括
し
た
嚢
の
中
に
入
れ
、

五
月
ま
で
か
け
て
竹
に
糖
霜
を
析
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
最
終
工
程
で
嚢

を
害
す
る
わ
け
で
あ
る
。

*

*

 

預
、
威
寧
年
問
、
算
を
善
く
す
る
李
修
夏
顕
が
朝
に
上
れ
る
乾
度
暦
を
も
っ
て
、
古
今
十
歴
(
三
五
六

5
)
を
井
せ
考
へ
、

三
五
六
4



も
っ
て
『
春
秋
」
を
験
し
『
春
秋
経
伝
長
歴
」
撰
す
。

A
-
-
-
I
l
l
i
-
-
l
i
l
l
i
t
-
-
-
1
1
1
i
!ー
ー

I

l

l

i

t

-

-

B

注
乾
度
暦
の
乾
度
(
ま
た
は
犠
度
、
塞
健
駄
)
は
党
語
件
自
門

p
m
の
音
訳
。
:
:
:
献
上
者
の
名
が
文
字
か
ら
判
断
す
る
限
り
中

夏
の
人
で
な
い
ら
し
く
、
:
:
:
『
晋
書
」
律
歴
志
中
下
に
よ
り
次
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
後
漢
の
霊
帝
の
と
き
劉
洪
の
制
定
し
た

乾
象
暦
が
、
貌
ま
で
五
十
年
程
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
初
代
文
帝
の
時
誤
差
を
な
く
す
た
め
改
定
の
議
が
起
こ
り
、
・
次
代
明

C
1
i
l
i
l
i
-
-
-
l
i
l
i
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
l
l
i
t
-
-
l
l
l
l
l
l
l
l
l
!
l
l
1
1
l
i
l
l
l
l
l
l
l
|
i
l
D
i
l
!ー
ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

帝
の
景
初
元
年
、
楊
偉
と
い
う
も
の
の
努
力
で
五
星
術
を
加
昧
し
た
こ
よ
み
景
初
歴
が
成
立
し
た
。
乾
象
歴
は
文
字
か
ら
知
ら
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そ
れ
も
月
の
満
ち
欠
け
と
日
月
の
蝕
の
観
測
に
た
よ
る
素
朴
な
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。
晋
代

E

こ
ん

初
祖
武
帝
が
こ
の
景
初
暦
を
採
用
し
泰
始
歴
と
名
を
代
え
た
が
(
以
上
同
志
中
)
、
威
寧
年
中
、
「
算
を
菩
く
す
る
李
修
顕
(
露

F
I
-
-
I
l
l
i
-
-
!
I
l
l
i
-
-
1
I
I
I
l
l
i
t
-
-
-
-
-

伴
所
引
の
も
の
と
こ
字
異
る
こ
と
い
う
も
の
が
「
論
終
に
よ
っ
て
術
を
為
し
、
乾
度
歴
表
と
名
づ
け
朝
廷
に
上
っ
た
」

れ
る
よ
う
に
(
乾
は
天
)
、
天
象
、

(
同
士
山

j主

下
)
と
あ
る
。
:
:
:
い
ず
れ
に
せ
よ
乾
度
歴
は
、
泰
始
歴
が
「
上
勝
」
で
あ
る
の
に
比
し
「
殊
勝
」
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
時
の
運

H
i
l
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-
-
-
I
l
l
i
-
-
-
I
l
l
i
-
-
1
I
l
l
i
-
-
1
I
l
l
i
-
-
l
i
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-
1
I
l
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-

行
を
一
不
す
数
値
が
明
細
に
出
、
古
典
に
記
さ
れ
た
年
月
日
と
天
象
の
関
係
を
再
確
認
す
る
上
で
特
に
す
ぐ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

古
今
十
歴
右
に
紹
介
し
た
『
晋
書
」
律
歴
志
の
中
に
「
古
今
十
歴
を
併
せ
考
へ
」
の
句
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
別

に
杜
預
の
事
業
と
し
て
こ
れ
が
あ
っ
た
と
は
し
て
い
な
い
。
同
志
中
の
黄
初
三
年
の
く
だ
り
に
、
黄
帝
が
調
歴
を
作
っ
て
か
ら

-346 

「
歴
代
十
一
、
年
を
更
ふ
る
こ
と
五
千
、

お
よ
そ
七
歴
」
と
あ
る
の
を
考
慮
す
る
と
、
景
初
、
泰
始
、
乾
度
三
歴
を
こ
の
あ
と
に

加
え
て
十
歴
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

訂

こ
こ
の
注
は
問
題
点
だ
ら
け
で
あ
る
が
、

ひ
と
ま
ず
本
文
の
理
解
に
関
わ
る
点
と
、
暦
に
関
す
る
事
項
に
限
っ
て
論
じ
る
。

最
初
に
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
本
文
の
理
解
の
た
め
に
は

こ
の
注
は
不
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
の
本
文
は
、

『
春
秋
」

の
経
文
の
日
付
に
誤
り
が
あ
る
と
い
う
杜
預
の
説
が
信
頼
で
き
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
杜
預
が

『
春
秋
経
伝
長
暦
』

(
以
下
「
長
暦
』
と
略
す
)
を
作
っ
た
、

つ
ま
り
は
暦
学
の
専
門
知
識
及
び
そ
の
春
秋
学
へ
の
応
用
の
実
績
が
あ
る

と
い
う
事



実
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
乾
象
暦
、
景
初
暦
、
乾
度
暦
に
関
す
る
長
い
注
は
全
く
必
要
な
い
。

次
に
、
こ
こ
の
本
文
は
「
長
暦
』
か
ら
の
要
約
引
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
注
で
指
摘
す
べ
き
で
あ
る
。

『
長
暦
』

は
散
侠

し
た
が
、
こ
こ
の
本
文
に
対
応
す
る
部
分
は

「
晋
書
』
律
暦
志
(
以
下
「
晋
志
』
と
略
す
)
下
に
引
用
さ
れ
た
も
の
と
、

社
預

『
春
秋
釈
例
』
(
こ
れ
も
侠
書
)

『
永
楽
大
典
』
か
ら
の
輯
本
に
一
緒
に
輯
録
さ
れ
た
も
の
、

に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

σ〉

NO.2 

そ
し
て
乾
度
暦
の
製
作
者
の
名
を
、
前
者
は
李
修
・
ト
顕
、
後
者
は
李
修
・
夏
顕
と
し
て
い
る
か
ら
、
露
伴
が
拠
っ
た
の
は
『
春

秋
釈
例
』
輯
本
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

Vo1.15 

以
下
、
注
中
の
問
題
点
を
順
に
説
明
す
る
。

回
}
内
自
己

E
の
音
訳
が
乾
度
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
こ
の
乾
度
が
呉
川
百
円
四
百
の
音
訳
と
は
限
ら
な
い
。
中
国
語
と
し
て

「
天
の

1994 

A 
度
数
」
と
暦
に
ふ
さ
わ
し
く
理
解
で
き
る
。
下
文
も
参
照
。
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B 

乾
度
暦
の
献
上
者
の
名
は
上
に
挙
げ
た
が
、
文
字
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
中
国
人
で
な
い
と
考
え
る
理
由
は
な
い
。

C 

『
皿
呈
丘
中
に
、
「
楊
偉
五
星
を
推
す
こ
と
尤
も
疏
聞
な
り
。
故
に
元
帝
江
左
に
渡
り
て
以
後
、
更
め
て
乾
象
五
星
法
を
も
っ

て
偉
の
暦
に
代
う
」
と
あ
る
か
ら
、
景
初
暦
は
五
星
術
に
お
い
て
は
乾
象
暦
に
劣
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
般
に
中
国
の
暦
法
は
太
陰
太
陽
暦
、

つ
ま
り
太
陽
年
と
朔
望
月
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
月
の
満
ち
欠
け
と
日

D 
月
の
蝕
の
観
測
」
だ
け
で
は
暦
を
作
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
実
際
『
晋
志
』
中
に
「
術
を
も
っ
て
日
・
月
・
五
星
の
行
を
追

ぃ
、
:
:
:
名
づ
け
て
乾
象
暦
と
為
す
」
と
あ
る
か
ら
、
乾
象
暦
も
太
陽
・
月
・
五
惑
星
の
観
測
を
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
E 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
晋
志
」
下
で
は
李
修
・
ト
顕
と
な
っ
て
い
る
。

F 

こ
こ
の
原
文
は
「
名
乾
度
暦
表
上
朝
廷
」
、
訓
読
は
「
乾
度
暦
と
名
づ
け
、
朝
廷
に
表
上
す
」
で
あ
る
。



G 

こ
こ
の
原
文
は
「
乾
度
暦
殊
勝
泰
始
暦
上
勝
官
暦
四
十
五
事
」
、
訓
読
は
、
「
乾
度
暦
は
殊
に
泰
始
暦
に
勝
れ
ば
、
官
暦
(
泰

始
暦
を
さ
す
)
に
勝
れ
る
四
十
五
事
を
上
る
」
で
あ
る
。

H 

『
長
暦
』
(
『
晋
士
山
』
下
引
。
『
春
秋
釈
例
』
輯
本
所
収
も
同
じ
。
)
に
よ
れ
ば
、
『
春
秋
』
及
び
『
左
伝
」
所
載
の
日
付
七
百

七
十
九
と
日
蝕
三
十
七
に
対
し
て
、
杜
頂
の
長
暦
(
暦
法
の
名
。
書
名
で
は
な
い
。
)
は
七
百
四
十
六
日
・
三
十
三
蝕
を
説
明

で
き
る
。
乾
度
暦
は
五
百
三
十
八
日
・
十
九
蝕
だ
か
ら
、
長
暦
よ
り
は
か
な
り
劣
る
。
泰
始
暦
は
五
百
一
十
日
・
十
九
蝕
だ
か

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇-.1

ら
、
乾
度
暦
と
大
差
な
い
の
で
あ
る
。

上
に
も
挙
げ
た
よ
う
に
、
『
亜
日
志
」
下
の
「
古
今
十
暦
を
併
せ
考
へ
」
の
す
ぐ
後
に
、
「
春
秋
」
及
び
『
左
伝
」
に
見
、
え
る
日

付
七
百
七
十
九
と
日
蝕
三
十
七
に
対
し
て
、
古
今
十
暦
及
び
杜
預
の
長
暦
各
々
に
基
づ
く
推
算
が
ど
れ
だ
け
一
致
す
る
か
が
列

挙
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
「
古
今
十
暦
を
併
せ
考
へ
、
も
っ
て
『
春
秋
』
を
験
し
た
」
結
果
で
あ
る
。

348 

J 

ま
わ
り
く
ど
い
推
定
を
し
な
く
て
も
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
古
今
十
暦
は
「
晋
志
』
下
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
貰
帝
、
頗
項
、

夏
、
段
、
周
、
魯
、
三
統
、
乾
象
、
泰
始
、
乾
度
の
十
暦
で
あ
る
。
但
し
豆
呈
丘
下
で
は
、
夏
暦
と
周
暦
の
各
々
に
つ
い
て

両
説
が
あ
る
の
を
並
記
し
て
い
る
の
で
、
長
暦
と
併
せ
て
十
三
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
こ
こ
の
注
を
細
か
く
論
じ
た
の
は
、
問
題
の
多
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
編
者
が
こ
の
長
大
な
注
を
つ
け
た
意
図
が
ま
っ

た
く
理
解
で
き
な
い
上
に
、
こ
の
注
か
ら
見
る
と
編
者
が
実
際
に
『
亜
日
志
』
に
目
を
通
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
判
断
に
苦

し
む
と
い
う
不
思
議
な
注
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
四

李*注
希釈
ヂリ グ〉

対
象

関
す
る
基
本
的
な
知
識

理
解
に
疑
念
を
感
じ
る
例

二
O
六
4

j主

逆
臣
。
唐
史
に
叛
臣
と
さ
れ
る
李
忠
臣
の
部
将
だ
っ
た
が
、
忠
臣
の
追
わ
れ
た
の
ち
代
宗
に
取
立
て
ら
れ
た
。
顔
真
卿
を
殺
し



た
の
は
そ
の
聞
の
こ
と
の
筈
だ
が
、
唐
史
の
そ
の
伝
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
徳
宗
の
と
き
叛
い
て
国
を
立
て
楚
と
号
し
た
が
、

部
下
が
医
者
を
使
っ
て
こ
れ
を
毒
殺
し
た
。
『
新
唐
書
』
二
二
四
下
。

訂

顔
真
卿
を
殺
し
た
の
は
代
宗
期
で
は
な
く
、
徳
宗
の
貞
元
元
年
八
月
丙
戊
(
『
旧
唐
書
』
徳
宗
紀
)
。
し
か
し
問
題
な
の
は
「
唐

史
の
そ
の
伝
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
」
の
方
で
あ
る
。

NO.2 

一
般
に
正
史

つ
ま
り
紀
伝
体
の
史
書
は
、
主
に
個
人
の
伝
か
ら
成
つ
て
は
い
る
が
、
単
行
の
伝
記
を
集
成
し
た
も
の
で
は
な

一
王
朝
の
歴
史
を
構
成
す
る
た
め
の
、

言
わ
ば
モ
ザ
イ
ク
の
一
片
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
個
々
の
伝
に
は
独

ぃ
。
個
々
の
伝
は

Vo1.l5 

立
性
は
な
い
、
換
言
す
れ
ば
、
某
人
の
伝
に
そ
の
人
に
関
す
る
史
実
が
全
て
載
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
の
例
で
い
え
ば
、

顔
真
卿
が
李
希
烈
に
殺
さ
れ
た
経
緯
は
顔
真
卿
伝
に
詳
し
い
の
だ
か
ら
、
李
希
烈
伝
で
は
省
略
さ
れ
て
も
異
と
す
る
に
足
り
な
い
。

1994 

も
し
個
々
の
伝
が
、
そ
の
人
の
事
績
す
べ
て
が
わ
か
る
よ
う
に
書
か
れ
る
と
し
た
ら
、
正
史
は
重
複
に
満
ち
て
膨
大
な
量
に
な
る

一349
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で
あ
ろ
う
。

*
 

「
郊
杷
楽
歌
」
景
星
十
二
に
「
泰
尊
柘
禁
析
朝
醒
」
の
句
あ
り
、

二
五
九
5

j主

『
漢
書
』
礼
楽
志
に
見
え
る
。
武
帝
の
定
め
た
郊
把
の
た
め
に
十
九
歌
が
あ
り
、
そ
の
一
に
景
星
が
あ
る
。
し
か
し
露
伴
所
引

の
七
字
句
は
そ
こ
で
は
な
く
天
門
十
二
に
出
る
。

訂

こ
の
句
は
、
露
伴
の
記
述
の
通
り
、
「
郊
把
楽
歌
十
九
章
」
の
第
十
二
章
「
景
星
」
に
あ
る
。
「
天
門
」
は
十
こ
で
は
な
く
第
十

一
章
。
編
者
は
、
「
郊
記
楽
歌
十
九
章
」
の
個
々
の
篇
名
が
各
々
の
章
の
末
尾
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
た
め
に
誤
つ

た
の
で
あ
ろ
う
。
篇
名
が
そ
の
篇
の
末
尾
に
置
か
れ
る
の
は
中
国
の
古
籍
に
お
い
て
は

(
特
に
韻
文
の
場
合
は
)
何
ら
珍
し
い
こ

と
で
は
な
い
。
『
詩
経
』
も
『
楚
辞
」
も
そ
う
で
あ
る
。

*
 

学
官
に
列
せ
し
め
ん
と

三
四
二
7



注

普
通
学
官
に
立
つ
と
い
う
。
漢
代
大
学
の
博
士
が
講
義
の
た
め
に
そ
の
専
門
と
す
る
学
問
の
基
本
文
献
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
。

は
じ
め
は
詩
だ
け
が
学
官
に
立
っ
た
が
、
ま
ず
経
学
が
加
わ
り
、
五
経
、
十
二
経
と
拡
大
さ
れ
て
行
っ
た
。

訂

学
官
に
列
す
る
と
は
、
大
学
の
教
科
書
選
定
問
題
と
い
う
よ
う
な
嬢
小
な
も
の
で
は
な
い
。
漢
の
武
帝
以
前
の
博
士
は
、
戦
国

以
来
存
在
し
て
い
た
官
職
だ
が
、
学
識
の
あ
る
人
が
任
命
さ
れ
、
君
主
の
顧
問
に
応
じ
る
の
が
役
目
で
あ
り
、
儒
者
に
限
ら
な
か
っ

た
。
武
帝
の
時
初
め
て
五
経
博
士
を
置
い
た

つ
ま
り
専
門
分
野
が
限
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
漢
代
の
経
学
は
必
ず
家
法

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇-J

(
師
承
さ
れ
た
解
釈
の
伝
統
)
に
基
づ
い
て
お
り
、
家
法
毎
に
経
の
解
釈
に
差
異
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
経
の
本
文
に

さ
え
も
異
同
が
あ
っ
た
。
従
つ
で
あ
る
学
者
が
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
家
法
の
経
の
本
文
及
ぴ
注
釈
が
国
家

か
ら
公
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
武
帝
期
の
丞
相
公
孫
弘
の
功
令
に
よ
り
、
博
士
弟
子
が
官
僚
候
補
生
と
し
て
定

員
化
さ
れ
(
こ
れ
が
漢
の
太
学
の
起
源
で
あ
る
)
、
博
士
の
も
と
で
、
当
然
そ
の
博
士
の
家
法
で
、
経
学
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て

-350-

官
僚
に
任
用
さ
れ
る
、

と
い
う
制
度
が
成
立
す
る
。
か
く
し
て
経
学
は
「
禄
利
の
道
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
が
、
学
官
に

列
す
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
学
官
に
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
大
き
な
利
害
に
関
わ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
前
漢
後
期
に
な

る
と
こ
の
制
度
の
継
続
効
果
に
よ
り
丞
相
、
皇
帝
ま
で
も
が
儒
家
思
想
に
深
く
浸
透
さ
れ
、
経
学
の
政
治
へ
の
影
響
は
一
層
増
大

す
る
。
政
治
問
題
に
も
経
義
が
根
拠
と
し
て
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
の
極
点
に
位
置
す
る
の
が
王
葬
で

あ
る
。
葬
に
よ
る
漢
王
朝
の
纂
奪
は
、
経
義
を
理
論
的
根
拠
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
経
義
は
注
釈
、

つ
ま
り
は
家
法
に
基
づ
い

て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
学
官
に
列
す
る
か
ど
う
か
が
重
大
な
争
点
と
な
る
の
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
借
越
な
が
ら
国
文
の
分
野
に
関
し
て
気
づ
い
だ
点
を
二
、
三
例
示
す
る
o

-aT 

支
考
が
「
笈
日
記
』
中
巻
に
日
く
、
「
:
:
:
阿
曳
(
六
六

9
)
も
転
吟
し
て
、
こ
の
第
三
の
附
方
、
あ
ま
た
あ
る
べ
か
ら

六
六
4



ず
と
申
さ
れ
し
に

注

阿
史

老
人
と
し
て
の
自
称
。
三
行
先
で
は
そ
れ
を
芭
蕉
翁
を
さ
す
名
詞
に
転
用
。

訂

注
か
ら
見
る
と
編
者
は
六
六

9
「
阿
曳
」
を
支
考
の
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
芭
蕉
の
こ
と
で
あ

る

No.2 

一O
四
3

*

あ

あ

世
に
疑
は
れ
た
る
千
里
眼
と
い
ふ
も
の
に
も
勝
り
て
烏
噂
の
限
り
の
こ
と
な
り
と
笑
ふ
者
も
あ
る
べ
し
。

注

「烏
をo)撃
こo
の鳴
か呼
ぎ に
り同
」じ
で。

あ
ろ
ヴ

Vo1.15 

訂
一
三
四
6

*
 

そ
の
流
行
に
お
く
れ
た
ら
む
人
、
わ
が
学
び
た
る
故
き
に
泥
み
て
、
鎌
首
を
も
た
ぐ
れ
ば
、
独
鈷
に
力
漕
入
る
る
も
、

1994 

j主

独
鈷
に

ひ
と
り
合
点
で
の
意
の
陰
語
か
。

唱，.‘
F
h
u
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訂

す
ぐ
上
の
「
鎌
首
を
も
た
ぐ
」
と
一
連
で
、
「
独
鈷
か
ま
く
ぴ
」
と
い
う
成
語
に
基
づ
く
表
現
。
自
説
に
固
執
し
て
論
争
す
る

こ
と
。
出
典
は
、
頓
阿
『
井
蛙
抄
』
六
に
、
六
百
番
歌
合
の
評
定
に
お
い
て
「
寂
蓮
・
顕
昭
は
毎
日
に
参
て
い
さ
か
ひ
有
け
り
。

顕
昭
は
ひ
じ
り
に
て
独
古
を
持
た
り
け
る
、
寂
蓮
は
か
ま
く
ぴ
を
も
た
て
て
い
さ
か
ひ
け
り
。
殿
中
の
女
房
、
例
の
独
古
か
ま
く

ぴ
と
名
付
ら
れ
け
り
と
云
々
。
」
と
あ
る
。

以
上
か
ら
見
る
と
、
国
史
国
文
関
係
の
注
に
も
問
題
は
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
訂
補
は
も
と
よ
り
網
羅
的
で
は
な
い
。
私
が
浅
学
で
あ
る
た
め
に
気
づ
か
な
か
っ
た
も
の
も
多
々
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
紙
数



の
都
合
で
削
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
例
え
ば
一
九
五
日
「
五
鬼
年
を
加
ふ
」
の
注
な
ど
の
よ
う
に
、

る
が
、
私
の
知
識
と
調
査
が
行
き
届
か
な
い
た
め
十
分
な
説
明
が
で
き
な
い
か
ら
挙
げ
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
。

明
ら
か
に
誤
っ
て
い

本
書
は
文
庫
本
と
い
う
一
般
読
者
を
対
象
に
し
た
出
版
物
で
あ
る
。
そ
の
上
岩
波
文
庫
は
立
派
な
伝
統
と
実
績
に
よ
り
高
い
社
会
的

信
頼
を
得
て
い
る
こ
と
は
言
を
侠
た
な
い
。
従
っ
て
本
書
に
関
し
て
は
、
大
幅
な
改
訂
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

宮野:寺田透編『露伴随筆集(上)一考証篇-j
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